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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用への
影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（１） 最低賃金・賃金の引上げに向けた

支援の推進等
ア 最低賃金・賃金の引上げに向けた

生産性向上等に取り組む企業へ
の支援

・ 労働局長が県内の主要経済団体等の会長等を直接訪問し、「賃金引上げの必要性・各
種支援策の周知」及び「同一労働同一賃金の遵守の徹底」について、傘下企業への働き
かけ等を要請した（４月・５月 19件）。

・ 労働局長が福島県商工労働部長と面会して、県内各企業への「賃金引上げに向けた各
種支援策の周知」及び「同一労働同一賃金の遵守に向けた働きかけ」について、要請した
（４月）。

・ 雇用対策協定を締結している県内10市（福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、二本
松市、伊達市、本宮市、須賀川市、白河市、南相馬市）に対し、地域企業への「賃金引上
げに向けた各種支援策の周知」と「同一労働同一賃金の遵守に向けた働きかけ」について、
文書にて依頼した（４月・５月）。

・ 県内で開催した新規学卒求人受理説明会に出席した事業者に対し、賃金引上げの検討
の働きかけを行うとともに、各種支援策の紹介を行った（４月・５月 1,085社）。

・ 福島労働局ＨＰに賃金引上げ特設ページのリンクを貼り、労働局及び各労働基準監督
署の幹部が出席する各種団体の会合や集団指導時にその案内を行うとともに、引上げに
向けた各種支援策等についての周知を図っている（通年）。

・ 各労働基準監督署で実施する定期監督等において、福島労働局ＨＰの賃金引上げ特設
ページの案内を行うとともに、同地域における同種労働者の賃金額等参考となるような資
料を持参して賃金引上げの検討の働きかけの要請を行っている（通年）。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用への
影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（１） 最低賃金・賃金の引上げに向けた

支援の推進等
ア 最低賃金・賃金の引上げに向けた

生産性向上等に取り組む企業へ
の支援

（前項から続く）

・ 最低賃金・賃金を引き上げるためには、中小企業事業者の生産性向上が不可欠である
ことから、事業場内最低賃金を引上げるとともに、生産性向上に資する設備投資を行った
場合に費用の一部を助成する「業務改善助成金」の活用を広く促すため、ラジオＣＭを活
用し、今回改正された福島県最低賃金額（10/1発効）の広報と併せ、県内全域の事業主に
対して周知強化を図った（ふくしまＦＭ。８月24日～９月18日までの26日間、朝夕２回7：00
～9:00、17：00～19：00 土日祝含む毎日放送）。

○ 令和５年度 通常コース申請件数 286件（１月末現在 前年同期85件）

・ 改正された福島県最低賃金額（10/1発効）及び8/31から拡充された業務改善助成金の
活用について、労働局幹部が最低賃金発効前に主要経済団体を直接訪問する等、改正さ
れる福島県最低賃金に併せ業務改善助成金の活用について傘下企業への周知等を依頼
した（９月20件）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用への
影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（１） 最低賃金・賃金の引上げに向けた

支援の推進等
ア 最低賃金・賃金の引上げに向けた

生産性向上等に取り組む企業へ
の支援

（前項から続く）

・ 県内の賃金引上げ機運の醸成を図るため、２月５日（月）に局主催による地方版政労使
会議「福島県魅力ある職場づくり推進協議会」の「特別開催」を実施、行政及び労使団体
の代表が参集し、行政から賃上げ及び価格転嫁にかかる支援策等の説明を行うとともに、
各労使団体からそれぞれの現状及び対応策について発表し意見交換を行った。

《構成機関》

3
令和６年２月５日 福島県魅力ある職場づくり推進協議会（特別開催）

○日本労働組合総連合会福島県連合会
○福島県経営者協会連合会
○福島県商工会議所連合会
○福島県商工会連合会
○福島県中小企業団体中央会

○福島県銀行協会
○福島県信用金庫組合
○福島県
○経済産業省東北経済産業局
○福島労働局



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用へ
の影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（１） 最低賃金・賃金の引上げに向けた

支援の推進等
ア 最低賃金・賃金の引上げに向けた

生産性向上等に取り組む企業へ
の支援

イ 最低賃金制度の適切な運営

（前項から続く）

・ 改正された福島県最低賃金額（10/1発効）及び業務改善助成金の活用について、県、
市町村、事業者団体、労働団体、金融機関等へ周知・広報の協力依頼を実施した（９月）。
○計 1,758件

・ 改正された福島県特定最低賃金額（12/2以降順次発効）及び業務改善助成金の活用
について、県、市町村、事業者団体、労働団体等へ周知・広報の協力依頼を実施した
（12月）。

○計 1,119件

（ア） 最低賃金の改正決定
・ 福島県最低賃金の改正について、７月４日に福島地方最低賃金審議会に諮問を行
い、８月７日に同審議会から、福島県最低賃金858円（時間額）を42円引き上げ900円
に改正すべきとの答申があり、それを踏まえて改正決定し、10月１日から発効させた。

・ 福島県特定最低賃金の改正の必要性について、８月１日に福島地方最低賃金審議
会に諮問を行い、８月23日及び10月10日に同審議会から電子部品等製造業を除く４業
種について改正の必要性ありとの答申があり、４業種に係る特定最低賃金の改正につ
いて諮問し、各専門部会の審議・答申を得て改正決定し、12月２日以降、順次発効さ
せた。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用へ
の影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（１） 最低賃金・賃金の引上げに向けた

支援の推進等
イ 最低賃金制度の適切な運営

（前項から続く）

（イ） 改正額及び支援策の周知
a 福島県最低賃金について

・ 改正された福島県最低賃金額及び最低賃金を引上げやすい環境整備のための支
援策である「業務改善助成金」の活用について、ふくしまＦＭを利用し、ラジオＣＭ広
報した（８月24日～９月18日までの毎日、朝夕の通勤時間帯）（再掲）。

・ 改正された福島県最低賃金額及び8/31から拡充された業務改善助成金の活用に
ついて、労働局幹部が最低賃金発効前に主要経済団体を直接訪問する等、改正さ
れる福島県最低賃金に併せ業務改善助成金の活用について傘下企業への周知等
を依頼した（９月20件）（再掲）。

・ 改正された福島県最低賃金額及び業務改善助成金の活用について、県、市町村、
事業者団体、労働団体、金融機関等へ周知・広報の協力依頼を実施した（９月）（再
掲）。
○ 計 1,758件

・ 改正される最低賃金額について、官報公示日（9/1）にプレスリリースを行った。

b 福島県特定最低賃金について
改正された福島県特定最低賃金額（12/2以降順次発効）及び業務改善助成金の活

用について、県、市町村、事業者団体、労働団体等へ周知・広報の協力依頼を実施し
た（12月）（再掲）。
○ 計 1,119件

（ウ）最低賃金の履行確保に向けた監督指導等の実施

・ 最低賃金の履行確保上問題があると考えられる業種等を重点とした監督指導を実

施し、最低賃金法違反が認められる事業場に対して是正に向けた指導を行った。

〇 監督指導実施件数 462件（１月～12月）
・ 県内の商工団体等に対し、傘下企業への周知を依頼した（５年３月 福島労働局
メール マガジン）。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用へ
の影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（１） 最低賃金・賃金の引上げに向けた

支援の推進等
ウ 「資金移動業者の口座への賃金

支払」に関する周知及び指導につ
いて

・ 労働局及び各労働基準監督署の

幹部が出席する各種団体の会合や

集団指導時に、制度について説明し

たリーフレットを配布し、周知を図っ

ている。

・ 福島県労働基準協会広報誌（４月
号）に周知のための掲載依頼をし、
掲載により周知を図った。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用へ
の影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（２） 個人の主体的なキャリア形成の促

進
ア 地域ニーズを踏まえた公的職業

訓練（ハロートレーニング）の実施
（ア） 地域のニーズを踏まえた訓練計画に基づく訓練コースの設定

【令和５年度の公的訓練計画】

内訳

【令和５年度実績（令和５年12月31日現在）】

来年度（令和６年度）の「福島県地域職業訓練計画」については、令和５年度第1
回福島県職業能力発促進協議会（令和５年11月１日開催）において承認を受けた
「地域職業訓練計画策定方針」に基づき、本年度の職業訓練実施状況の分析や
ワーキンググループによるヒアリング結果の効果検証等を踏まえるとともに、地域
のニーズを反映した計画の策定をすすめ、令和６年２月29日開催の第２回福島県
地域職業能力開発促進協議会で協議のうえ承認を受けた。

【第１回福島県職業能力開発促進協議会】
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受講者数（人）
対前年度同期比

令和5年4月～12月 令和4年4月～12月

委託訓練 888 1,095 ▲ 18.9%

施設内訓練 412 416 ▲ 1.0%

求職者支援訓練 413 397 4.0%

在職者訓練（県） 675 746 ▲9.5%

在職者訓練（機構） 1,348 1,213 11.1%

学卒者訓練 276 279 ▲ 1.1%

障がい者訓練 56 49 14.3%

委託訓練 1,500人
施設内訓練 760人
求職者支援訓練 1,198人

○ 離職者訓練 3,458人

○ 在職者訓練 2,881人
○ 学卒者訓練 210人
○ 障害者等訓練 77人



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用へ
の影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（２） 個人の主体的なキャリア形成の促

進
ア 地域ニーズを踏まえた公的職業

訓練（ハロートレーニング）の実施

イ 関係機関と連携したキャリア形成
及び学び・学び直しの支援

（イ） 福島県及び高齢・障害・求職者雇用支援機構福島支部との連携
福島県地域職業能力開発促進協議会ワーキングループ会議を開催し、訓練の効

果検証ヒアリング結果の分析及び訓練実績等の共有を行い、効果的な訓練実施に
向け連携を図った。（令和５年６月８日、令和５年９月27日、令和６年１月15日開催）

連携を図っているキャリア形成・学び直し支援センターは、厚生労働省委託事業として
創設・運営しており、キャリア形成や学び直しの必要性を感じている労働者に対して、ジョ
ブ・カードを活用してキャリアコンサルティングの機会を提供するとともに、働く人が自立
的・主体的に職業に関する学び・学び直しを行うことができるように、関係機関とも連携し、
労働者等のキャリア形成・学び直しを総合的に支援している。

令和５年度は、厚生労働本省（委託者）と（株）パソナ（受託者）との間で委託契約が交
わされ、全国の各都道府県に拠点（47か所）が設置されている。福島県内は郡山市に拠
点を設置し、事業を運営している。

（ア） 福島キャリア形成・学び直し支援センターとの打合せ会議の開催（５月18日開催）
本年度の事業推進に向けて、県内での支援内容やスケジュール等の説明を受け、

ハローワークを含めた連携の在り方等について、意見交換等を行った。

（イ） キャリア形成・学び直し支援事業推進のための取組
福島労働局、ハローワーク、福島キャリア形成・学び直し支援センターとの連携に

よる取組を実施した。ハローワーク所内でのリーフレット等を活用した周知・広報以
外の主な取組は、以下のとおりである。

a 福島キャリア形成・学び直し支援センターとの共催によるセミナーの開催
ハローワーク会津若松との共催により、「ジョブ・カードを活用した自分らしい就活

応援セミナー」を月１回開催した。セミナー内容は、ジョブ・カードの周知、活用支援
と個別のキャリアコンサルティングの２部構成とした。
また、ハローワークいわきにおいても、同様に令和６年１月より月１回の割合で開

催することとした。 8



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用へ
の影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（２） 個人の主体的なキャリア形成の促

進
イ 関係機関と連携したキャリア形成

及び学び・学び直しの支援

ウ デジタル分野における新たなスキ
ルの習得による円滑な再就職支
援

（前項から続く）

b ジョブ・カード担当者会議の開催（令和５年９月12日、令和６年１月31日開催）
福島労働局、ハローワーク、福島キャリア形成・学び直し支援センターの出席に

より開催した。会議では、労働局からのジョブ・カード事業の推進に向けた説明や
各機関の取組状況等の情報共有のほか、意見交換等を行い、さらなる支援の推
進を図った。

c 労働局・ハローワーク主催イベントでの周知
企業説明会や就職面接会等開催時に、福島キャリア形成・学び直し支援セン

ター制度普及推進員が参加し、参加企業等へのリーフレット配付や説明による周
知に取り組んだ。

デジタル分野の訓練コースの拡充に向け、福島県及び高齢・障害・求職者雇用支援機
構福島支部と連携し、県内及び隣県において訓練実施機関の開拓に取り組んだ。
また、設定したデジタル分野訓練コースへの受講勧奨のために、ハローワーク内での取

組のほか様々な媒体を活用した周知広報に取り組んだ。
さらに、受講前・受講中からの担当者制等による個別・伴走型支援により、受講修了者

のデジタル分野への就職支援に取り組んだ。
（ア） デジタル分野訓練の実績について

a 対象訓練コース設定状況（令和５年度設定分）
19コース（対前年度比 ＋５コース増）

b 対象者訓練コースへの受講申込者数（令和５年度設定分）
299名（対前年度比 ＋78名増）

（イ） 受講勧奨のための取組状況
a 福島労働局ホームページへの掲載

ハロートレーニング（人材育成関係）情報として、県内での開講予定職業訓練
コース （訓練内容・期間、募集期間等）及び求職者支援制度を含む各種職業訓練
関係情報を掲載し、日々最新のものに更新のうえ幅広く周知を図った。 9



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用へ
の影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（２） 個人の主体的なキャリア形成の促

進
ウ デジタル分野における新たなスキ

ルの習得による円滑な再就職支
援

（前項から続く）

b 福島労働局職業安定部ＳＮＳを活用した周知
労働局職業安定部で運営しているＸ（旧ツイッター）を活用し、日頃ハローワーク

を利用しない方も含めて職業訓練各種情報の周知を行った。
〇 職業訓練関係のツイート回数 85回 （令和５年４月～令和６年１月）

c 訓練説明会・セミナーの開催
ハローワーク主催による職業訓練説明会やセミナーを開催し、求職者支援制度

及び開講予定職業訓練コース情報等の周知を図った。
○ 開催回数 316回（令和６年１月末時点）

d 地域住民の生活圏に密着した周知

地方公共団体や企業との連携のうえ、回

覧板や地域ＦＭ放送の活用、公共施設・道

の駅・スーパー・コンビニ等へのリーフレット

配架等により周知を図った。

また、大型商業施設等での職業訓練出張

相談会を開催し、日頃ハローワークを利用し

ていない方等を対象とした周知を行った。

〇職業訓練出張相談会開催状況

11会場（延べ20日間）開催
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【職業訓練（ハロートレーニング）出張相談会】

《南相馬会場 イオンスーパーセンター南相馬店》

《福島会場 ダイユーエイトMAX福島店》



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用へ
の影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進

（２） 個人の主体的なキャリア形成の促
進

エ 雇用維持及び在籍型出向等の取
組の支援 （ア） 雇用調整助成金の周知・広報及び迅速支給に係る取組

ａ 雇用調整助成金にかかる周知・広報
コロナ特例措置は３月で終了したが、取扱いの移行期間が続くため、申請期限

や通常制度への切り替え等にかかる取扱いの周知について、リーフレットを支給
決定通知書に同封するほか、ハローワーク窓口での説明等により徹底した。
７月１日以降の申請ついては、計画届の事前提出が必要となることや残業相殺

を行うこと等、変更されることから同様に周知・広報を行った。
○ 定例報告会、労働局メールマガジンによる周知・広報

毎月開催している定例報告会の資料として、周知用リーフレットの配付や、
労働局メールマガジンにより、労働局からの情報発信として電子媒体による
リーフレットの送付等、周知を行った。

○ ハローワークにおける周知・広報
事業主支援アドバイザー等を多数配置し、制度についての周知・広報及び

相談支援を行った。

ｂ 申請の受付・審査状況
受付及び審査の体制を確保するとともに、進捗状況について把握・管理すること

により、迅速な支給を行った。
○ 雇用調整助成金等の支給申請・支給決定件数

（※令和２年１月24日（コロナ特例措置適用）～令和５年12月31日現在）
・ 雇用調整助成金・・・・・・・・

・ 緊急雇用安定助成金・・・・
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支給申請件数 83,393件
支給決定件数 82,992件
支給申請件数 21,237件
支給決定件数 21,145件



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用へ
の影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（２） 個人の主体的なキャリア形成の促

進
エ 雇用維持及び在籍型出向等の取

組の支援

（前項から続く）

（イ） 産業雇用安定助成金の周知・広報及び取扱状況
ａ 産業雇用安定助成金にかかる周知広報
・ 福島労働局ホームページに開設している「在籍型出向等支援特設サイト-雇用
シェアリング-」上において、当該助成金や在籍型出向支援について広く発信する
とともに公益財団法人産業雇用安定センターと定期的に在籍型出向に関する相互
の情報を共有し、周知・活用促進を図った。

・ 事業主に送付する雇用調整助成金支給決定通知書に当該助成金のリーフレット
を同封し、活用促進を図った。

・ 令和５年４月１日に創設された産業雇用安定助成金（事業再構築支援コース）の
周知広報について、経済団体等に対して、訪問及び郵送により行った。（郵送14件、
訪問７件）

【訪問先】

また、事業再構築支援コースだけでなく、雇用維持支援コースやスキルアップ支
援コースについても併せて周知を行った。

・ スキルアップコース支援コースの周知については、雇用維持支援コースを活用し
ている事業所に対して、８月に郵送により活用促進の周知を図った。

・ 令和５年10月に実施したアンケートにより、産業雇用安定助成金（スキルアップ
支援コース）の活用に前向きな事業所を抽出し、電話により当該コースの説明及び
周知を図った。また、事業所のニーズを踏まえ、産業雇用安定センターと同行訪問
を行った。

・ 福島県商工会議所連合会
・ 福島県商工会連合会
・ 福島県中小企業家同友会

・ 福島県経営者協会連合会
・ 福島県中小企業団体中央会
・ 公益財団法人福島県産業振興センター
・ 福島県社会保険労務士会
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用へ
の影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（２） 個人の主体的なキャリア形成の促

進
エ 雇用維持及び在籍型出向等の取

組の支援

オ 企業内におけるキャリア形成の取
組の支援

（前項から続く）

ｂ 産業雇用安定助成金の取扱状況
（令和３年２月５日（制度創設日）～令和６年１月末までの実績）

・ 出向実施計画届受理件数・・・・・ 29件
・ 支給申請受理件数・・・・・・・・・・・ 188件
・ 支給決定件数・・・・・・・・・・・・・・・ 129件

（ア） 人材開発支援助成金（人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コー
ス）の周知・広報及び取扱状況
ａ 人材開発支援助成金にかかる周知・広報について
・ 福島労働局ホームページの特設サイトにおいて、リーフレットや申請時のチェック
リストを掲載し、広く周知、活用促進を行った。

・ Ｘ（旧Twitter）による周知を行った。
・ 他の助成金（キャリアアップ助成金、特定求職者雇用開発助成金等）を利用する
事業主への支給決定通知等に、当該助成金のリーフレットを同封し活用促進を
図った。

・ 労働局及びハローワークにおいて、リーフレットの所内掲示・配架や、個別の事
業所訪問に加えて、訓練機関や事業主団体、社会保険労務士会への活用促進、
また説明会・セミナーでの説明等により周知を図った。
【訪問先】

【説明会】
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・ ポリテクセンター
・ 労働基準協会
・ 各商工会

・ 福島県中小企業家同友会
・ 各商工会議所
・ 福島県中部経営者協会 など

・ 新規学卒求人受理説明会
・ 年金事務所主催説明会
・ 商工会議所主催セミナー など



行政運営方針（ 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用へ
の影響と現下の経済状況を踏まえた施
策の推進
（２） 個人の主体的なキャリア形成の促

進
オ 企業内におけるキャリア形成の取

組の支援

（前項から続く）

ｂ 人材開発支援助成金 活用勧奨の件数 （令和５年４月～12月末現在）
労働局とハローワークによる「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング

支援コース」の活用勧奨件数
734事業所 （教育訓練機関３件含む）
※事業所訪問、電話、窓口対応、セミナー等による。

助成金セミナーを令和５年11月中旬から12月上旬にかけて県内４会場で開催した。
11月11日（金） 会津若松会場
11月21日（火） 福島会場
11月28日（火） 郡山会場

12月 1日（金） いわき会場

ｃ 人材開発支援助成金 実績件数 （計画届 令和５年４月～12月末現在）
「人への投資促進コース」
「事業展開等リスキリング支援コース」
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22件 306人
42件 136人

12事業所 12名参加
21事業所 27名参加
31事業所 36名参加
39事業所 40名参加



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（１） 働き方改革の推進

ア 長時間労働の抑制に向けた取組 （ア） 生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援
ａ 労働基準監督署の労働時間相談・支援班による支援

各監督署に設置している「労働時間相談・支援コーナー」において、労働時間に関
する法制度の周知や36協定の適正化について指導を行うとともに、労働時間相談・
支援班による説明会の開催や、事業場のニーズを踏まえた個別訪問を継続的に実
施した。
〇 説明会実施回数 79回

（令和５年12月末現在）
〇 個別訪問支援件数 681件

（令和５年12月末現在）

b 働き方・休み方改善コンサルタントによる助言・指導等
県内の年次有給休暇の取得や時間外労働に問題を抱える企業を個別訪問し、

職場環境改善に係るコンサルティングを行った。また、県内３か所において「働き方
改革ワークショップ」を開催、参加した企業の総務人事担当者に対し座学による好
事例等の紹介及びグループワークにて、各企業における現状の問題点をそれぞれ
が発表し、打開するための話し合いを働き方・休み方改善コンサルタントがファシリ
テーターとなり、全員で意見を交換した。
○ 企業への訪問コンサルティング件数

１月31日現在 70件
○ 働き方改革ワークショップの開催

いわき会場
相馬会場
白河会場
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７月13日（木）開催
７月28日（金）開催
８月 ２日（水）開催



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（１） 働き方改革の推進

ア 長時間労働の抑制に向けた取組 （イ） 長時間労働につながる取引環境の見直し
働き方改革の推進に向けた中小企業における労働条件の確保・改善のため、監

督指導の結果、下請中小企業の労働基準関係法令違反の背景に、親事業者の下
請代金遅延等防止法等の違反が疑われる場合には、中小企業庁等に通報するこ
ととしているが、通報実績はなかった（令和６年１月末現在）。
○ しわ寄せ防止キャンペーンの実施

大企業・親事業所の職場環境改善にともなう下請等中小事業者への「しわ寄
せ」防止に向け、11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と位置づけ、集中的に
経営者団体等に対し周知啓発を行った。

（ウ） 年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進
年次有給休暇の取得促進に関する周知用ポスター及びリーフレットを、監督署、

安定所、行政機関及び各商工団体、魅力ある職場づくり推進協議会関係団体等へ
送付し、時間単位年休及び年休の計画的付与制度の導入など企業における年休
を取得しやすい環境整備を促している。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（１） 働き方改革の推進

ア 長時間労働の抑制に向けた取組 （エ） 関係機関と連携した取組の推進
a 福島県雇用対策協定

福島県との雇用対策協定に基づき、働き方改革に取り組む企業に対する支援等
について、連携を図りながら取り組んでいる。
・ 第１回福島県雇用対策運営協議会の開催（４月開催）
・ 第２回福島県雇用対策運営協議会の開催（１月開催）
・ 局幹部による県内の主要企業トップへの訪問を８月より行っている（計19社訪問。

うち７社は福島県雇用労政課と共同で訪問）。訪問後、企業の先進的な取組を当
局ウェブサイトにて紹介している。

b 魅力ある職場づくり推進協議会・作業部会の開催
政労使を構成員とする「魅力ある職場づくり推進協議会」を11月15日に開催。それ

に先立ち10月13日に各構成員の取組と目標の進捗状況についての確認及び本協
議会での協議事項の打ち合わせ等を行う「作業部会」を開催。

（オ） 医師、自動車運送業、建設業における勤務環境の改善
a 医師
・ 福島県医療勤務環境改善支援センター（以下「勤改センター」という。）などと連

携し、同センター主催の「医師の働き方改革にともなう実務者セミナー」において、
医療機関を対象に、医師等の宿日直許可基準や許可事例、宿日直許可申請の
方法等の周知を実施した。（６月・1月、県内４か所、参集とオンラインのハイブリッ
ド形式）

・ 福島県などと協議のうえ、宿日直許可申請等において優先的にフォローアップす
る医療機関を定め、福島県、勤改センターなどと「医師の働き方改革に関する打
合せ」を毎月開催し、県内の各医療機関における許可申請の進捗状況に基づき、
それぞれの支援手法等を協議し、相談ニーズに合わせた対応を行っている。
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R5.11.15 福島県魅力ある職場づくり推進協議会



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（１） 働き方改革の推進

ア 長時間労働の抑制に向けた取組

（前項から続く）

・ 勤改センター等が主催する医師や医療機関の労務管理担当者等を対象とした
労務管理に係る説明会等に参加し、宿日直許可申請に関する制度理解の促進を
図った（全国有床診療所連絡協議会総会福島大会シンポジウム（９月）、福島県医
師会報2024年1月号 特集「医師の働き方改革について」）

・ 監督指導や説明会等において、医師の働き方改革をはじめとした医療従事者の
勤務環境の改善に向けたさまざまな情報を発信している「いきいき働く医療機関
サポートWeb」の周知を行った（通年）。

b 自動車運送業
・ 福島県トラック協会と連携し、同協会主催の講習会において、運送事業者を対象

に、時間外労働の上限規制などの改正労働基準法や「自動車運転者の労働時間
等の改善のための基準」（改善基準告示）の内容等を周知のための集団指導を実
施した（11月、県内６か所）。

・ 福島県トラック協会及び東北運輸局福島運輸支局と連携し、長時間の恒常的な
荷待ちの改善等の周知及び取組の協力依頼を、荷主団体等に対して要請した（５
月、県内24団体）。

・ 荷主、トラック運送事業者、関係団体等で構成する「トラック輸送における取引環
境・労働時間改善福島県協議会」において、トラック運転者の長時間労働の改善
と生産性の向上の取組による環境整備について協議した（令和５年度は９月に開
催）。

・ バス事業及びタクシー事業に関して、時間外労働の上限規制などの改正労働基
準法や「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）の内
容等を周知するための説明会を各監督署で開催している（通年）。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（１） 働き方改革の推進

ア 長時間労働の抑制に向けた取組

（前項から続く）

・ 荷主特別対策チームを編成し、発着荷主等に対し、自動車運転者に係る長時間
の恒常的な荷待ちの改善等について、要請を行っている。また、要請を実施した
発着荷主等が要請された事項に積極的に取り組めるよう、当該発着荷主等の意
向を踏まえ、労働時間管理適正化指導員による必要な支援を行った（通年）。

・ 監督指導や説明会等において、自動車運転者の長時間労働改善に向けたさま
ざまな情報を発信している「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサ
イト」の周知を行った（通年）。

c 建設業
福島労働局、福島県建設業協会、福島県建設産業団体連合会、福島県土木部、

国土交通省東北地方整備局等で構成する「福島県建設業関係労働時間削減推進
協議会」を６月に開催し、令和５年度の取組方針を決定するとともに、同協議会にお
ける取組方針を踏まえ、
・ 県内８方部において、福島県建設業協会の会員事業者等を対象に、改正労働

基準法の内容を含む労働時間法制度等について説明会を開催し、周知を図った
（６月）。

・ 発注者等による適正な工期の設定などの周知及び協力依頼を、民間工事発注
者団体等に対して要請した（９月）。

（カ） 長時間労働の抑制に向けた監督指導等の実施
・ 各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えていると考え

られる事業場及び長時間・過重労働による過労死等に係る労災請求が行われた事

業場を対象に監督指導を実施し、長時間労働が認められる事業場についての是正

に向けた指導を行った。

〇 監督指導実施件数 89件（令和５年12月末現在）

19



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（１） 働き方改革の推進

ア 長時間労働の抑制に向けた取組

（前項から続く）

・ 監督署において、福島働き方改革推進支援センターと連携して、長時間労働の

是正のための説明会を開催し、事業場の是正に向けた取組の実施につなげた。

○ 説明会の開催 117回（令和５年12月末現在）

・ 令和５年11月の「過重労働解

消キャンペーン」の取組として、

長時間労働の是正に向けた集

中的な周知・啓発等を行うこと

としており、その一環として、過

労死等防止対策推進シンポジ

ウムを福島市で開催した（11月）。
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行政運営方針（別紙） 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（１） 働き方改革の推進

イ 同一労働同一賃金など雇用形態

に関わらない公正な待遇の確保

（ア） パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法履行確保のための事業所に対す
る調査指導の実施

監督署と連携し、監督署から提供された情報に基づき雇用環境・均等室及び需給
調整事業室において調査指導を実施し、正社員と短時間労働者又は有期雇用労働
者、正社員等と派遣労働者との間の不合理な待遇差等を確認した場合には是正指
導を行っている。

（イ） 福島働き方改革推進支援センターによる支援

同一労働同一賃金など非正規労働者の待遇改善について、福島働き方改革推進
支援センターの労務管理等の専門家による相談、個別訪問、セミナー等を実施し、中
小企業等が抱える課題に対する丁寧な支援を行っている。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（１） 働き方改革の推進

ウ 良質なテレワークの導入・定着の推
進

エ 総合的なハラスメント対策の推進

（ア） テレワークの普及促進
雇用型テレワークの適切な導入を推進するため、福島労働局ウェブサイトに厚生

労働省の特設サイト「テレワーク総合ポータルサイト」のリンクを掲示し、テレワーク
ガイドライン及び「人材確保等助成金（テレワークコース）」の周知広報を行い、制度
導入を検討している事業所の支援を行っている。

（ア） 職場におけるハラスメント等に関する雇用管理上の防止措置義務の履行確保
労働者からのハラスメントに関する相談により法違反の疑いがある場合等、事業

所に対し、ハラスメント防止措置が講じられているか調査を実施し、措置義務違反
があれば是正指導を行い、法の履行確保を図っている。
また、労働者から紛争解決援助の申出があった場合には、援助や調停等による

解決を図っている。
【参考】令和５年度上半期 相談件数

（イ） 職場におけるハラスメント等への周知啓発の実施及びカスタマーハラスメント対策
等の推進

事業主、労務担当者等が出席する会合において「職場におけるハラスメント対策」
を説明しているほか、10月には「魅力ある職場づくり推進セミナー2023」として、福島
働き方改革推進支援センターと共催で、オンライン説明会を定員100名で３回の開
催を予定していたところ申込者多数（申込者数360名）のため５回開催し、措置義務
へ対応、ハラスメントのない職場環境の整備を促した。
また、12月の「ハラスメント撲滅月間」に、集中的な広報や特別相談窓口の設置等

を実施した。

いじめ・嫌がらせ パワーハラスメント
セクシュアルハラスメン

ト
妊娠、出産、育休等ハ

ラスメント

596件 450件 70件 103件
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（１） 働き方改革の推進

エ 総合的なハラスメント対策の推進

（前項から続く）

（ウ） 就職活動中等の学生等に対するハラスメント対策等の推進
就職活動中の学生等に対するハラスメントについて、新規学卒求人説明会におい

て、事業所に対しハラスメント防止指針に基づく「望ましい取組」の周知を行ってい
る。
また、令和４年度に引き続き、令和５年５月に大学等に対し、就職活動中の学生

に対するハラスメントの相談先等を記載したリーフレットの周知を依頼した。
なお、就職活動中の学生等に対するハラスメントの相談窓口として、総合労働相

談コーナーを設置し、相談があった場合には早期解決に向けて丁寧な対応を行うこ
ととしている。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（１） 働き方改革の推進

オ 副業・兼業を行う労働者の健康確
保の推進 副業・兼業を行う労働者の健康確保に向けた取組が進むよう「副業・兼業労働者の健康

診断助成金」について、福島労働局ホームぺージに掲載するとともに、監督署窓口等に
おいて周知を図った。
また、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に定められた副業・兼業の場合におけ

る労働時間管理や健康管理のルールについて、監督署等の窓口や企業・労働者からの
相談対応時等に周知を図った。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（２） 正社員希望者・若者の就職支援と

職場定着に向けた取組
ア 正社員転換・待遇改善実現に向け

た取組 （ア） 正社員求人の確保等と就職支援
非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善実現に向けて、正社員に重点を置い

た求人開拓及び非正規雇用求人の正社員求人への転換働きかけ等による正社員
求人の確保等、正社員就職等の実現に向けた取組を推進した。

【令和５年度目標】
○ ハローワークによる正社員就職・正社員転換数 12,830人以上
○ ハローワークにおける正社員求人数 85,432人以上

ａ 正社員就職件数（令和５年12月末現在）
正社員求人に応募するメリットの説明、求職者担当者制や応募書類の作成指導

等のきめ細やかな職業相談の取組等により、9,087人（前年同期9,366人）が就職し
た。

ｂ キャリアアップ助成金の活用による正社員転換数（令和５年１２月末現在）
キャリアアップ助成金を活用して、有期契約から正規雇用等に転換した労働者

は274人（前年同期268人）となった。

※目標進捗率（ａ＋ｂ） 73.0％（9,361/12,830人）
ｃ 正社員求人数（令和５年12月末現在）

正社員に重点を置いた求人開拓及び雇用管理改善の働きかけ等により、61,309
人分（前年同期64,405人）の正社員求人を受理した。

※目標進捗率（C） 71.8％（61,309/85,432人）

【参考】 令和４年度
○ ハローワークによる正社員就職・転換数・・・実績12,830人（目標13,231人）
○ 正社員求人数・・・・・・・・実績85,432人（目標81,956人）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（２） 正社員希望者・若者の就職支援と

職場定着に向けた取組
イ 若者の就職支援と職場定着に向け

た取組 （ア） ユースエール認定企業の普及拡大と周知・広報等
ａ ユースエール認定企業の普及拡大
・ 労働局及びハローワークにおいて、ユースエール認定勧奨のために事業所訪問
を108件実施した（１月末現在）。

・ ５月の新規学卒者求人受理説明会（参加事業所数 県内合計1,214社）やハロー
ワーク窓口での求人受理時の機会などを捉えて認定勧奨を行った。

ｂ ユースエール認定企業の周知・広報等
・ ７月19、20日に開催した「ふくしま合同就職面接会」において、ユースエール認定
企業のブースをアピールし、参加者（108人）に対して周知・広報を行った。

・ 県内各地区ごとのユースエール認定企業を掲載したPR用リーフレットを作成し、
県内の高等学校の生徒に配布するなどし、地元企業への就職に向け、魅力ある
企業として周知を行った。

・ ユースエール認定通知書交付式や５年継続式典を定期的行い、地元新聞社の
取材を通し、県内に広く周知を行った。

ｃ 認定状況
・ 認定企業数・・・69社（令和６年１月末現在）

※ 認定数は全国１位（令和５年12月末現在）

平成27年度：１社

平成29年度：９社

令和元年度：７社

令和３年度：５社

令和５年度：15社
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平成28年度：４社

平成30年度：13社

令和２年度：７社

令和４年度：８社



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
（２） 正社員希望者・若者の就職支援と

職場定着に向けた取組
イ 若者の就職支援と職場定着に向け

た取組

（前項から続く）

（イ） 労働関係法令違反を繰り返す求人者からの求人不受理の取組
労働関係法令に違反した事業所からの求人を不受理とすることにより、新卒採用

時のトラブル防止を図った。

R5.5.16 ユースエール認定通知書交付式 就職面接会では「ユースエール認定企業」である
ことをアピール
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進

（３）女性活躍推進法及び男女雇用機会
均等法の履行確保
ア 女性の活躍の推進

（ア） 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届の届け出については、義務
企業である労働者数101人以上の企業においては100％近い届け出となっている。

〇 届出状況（令和６年１月末現在）

令和４年７月８日より、労働者数301人以上の事業主に新たに義務付けられた男
女の賃金の差異に係る情報公表については、公表先の１つである女性の活躍推進
企業データベースにおいて情報公表を行っている企業数は、133社（１月末現在）
となっている。

（イ） えるぼし及びプラチナえるぼし認定制度の周知

えるぼし等の認定制度について、説明会・会議等機会のある都度、説明・申請勧
奨を実施している。また、認定企業について、認定通知書交付式を局全体の行事と
して開催し、報道機関に対する広報活動、ホームページへの掲載などを展開してい
る。
〇 認定状況（令和６年１月末現在）

管内企業数 届出企業数 届出率

301人以上企業 165社 165社 100.0%

101人以上300人以下企業 455社 453社 99.6%

100人以下企業 - 266社 -

えるぼし プラチナえるぼし

301人以上企業 9社 －

101人以上300人以下企業 7社 －

100人以下企業 1社 －
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進

（３）女性活躍推進法及び男女雇用機会
均等法の履行確保
ア 女性の活躍の推進

（ウ） 妊娠等を理由とする解雇・雇止め等不利益取扱いの禁止に係る法の履行確保

妊娠・出産等を理由とする解雇・雇止め等不利益取扱いの禁止については、事業
主、労務担当者等を対象とした会合において周知を図っているほか、相談が寄せら
れた場合には速やかに調査を実施し、法の履行確保を図っている。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進

（３）女性活躍推進法及び男女雇用機会
均等法の履行確保

イ 男性が育児休業を取得しやすい
環境整備の推進

（ア） 改正育児・介護休業法の周知
改正育児・介護休業法が令和４年４月より段階的に施行され、令和５年４月１日に

は1,000人超企業に対し育児休業等取得状況の公表が義務化されたことから、説明
会や会議等あらゆる機会を通じて事業主等に対し説明を行っている。
改正育児・介護休業法に関する説明会については、令和４年度に開催したところ

であるが、小規模事業所を中心に、改正育児・介護休業法の対応がなされていない
状況が認められることから、フォローアップのために、福島働き方改革推進支援セ
ンターと共催で、オンライン説明会を定員100名で２回開催し、産後パパ育休などの
規定整備及び育児休業を取得しやすい環境の整備を促した（申込者数80名）。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進

（３）女性活躍推進法及び男女雇用機会
均等法の履行確保
ウ 仕事と家庭の両立の推進

（ア） 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定届の届け出につ
いては、義務企業である労働者数101人以上の企業においては100％近い届け出と
なっている。

〇 届出状況（令和６年１月末現在）

（イ） トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん認定制度の周知

くるみん等の認定制度について、説明会・会議等機会のある都度、説明・申請勧
奨を実施している。認定企業について、認定通知書交付式を局全体の行事として開
催し、報道機関に対する広報活動、ホームページへの掲載などを展開している。
〇 認定状況（令和６年１月末現在）

管内企業数 届出企業数 届出率

301人以上企業 169社 169社 100.0%

101人以上300人以下企業 453社 451社 99.6%

100人以下企業 - 804社 -

くるみん
プラチナ
くるみん

301人以上企業 20社 4社

101人以上300人以下企業 20社 2社

100人以下企業 13社 －
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進

（３）女性活躍推進法及び男女雇用機会
均等法の履行確保
エ 不妊治療を受けやすい休暇制度

等の職場環境の整備の推進 （ア） 不妊治療と仕事の両立のための職場環境整備
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針において、行動計画の内

容として「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置」が取組の１つとして示されてい
ることから、事業主に周知するとともに、同措置を行動計画にを盛り込むよう働きか
けを行っている。
また、令和４年度に創設された不妊治療と仕事の両立支援に関する認定制度「く

るみんプラス」について、説明会・会議等機会のある都度、説明・申請勧奨を実施し
ており、令和５年度には１社「くるみんプラス」の認定がなされ、県内初の認定となっ
た。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進

（３）女性活躍推進法及び男女雇用機会
均等法の履行確保
オ 子育てをする女性等に対する雇

用対策の推進 （ア） マザーズコーナーでの取組
ハローワーク福島・いわき・会津若松・郡山に設置されているマザーズコーナーに

おいて、キッズコーナーの併設等子育て中の女性等が来所しやすい環境を整備す
るとともに、仕事と子育てを両立しやすい求人の確保や専門相談員による相談・情
報提供を推進し、就職支援の充実を図った。
○ 令和５年度（第３・四半期）の実績

新規求職者数 1,981人（前年同期 2,044人）
就職者件数 710人（前年同期 690人）

（イ） マザーズコーナーにおける求職者担当者制の実施
子育てしながら早期の就職を希望する者等を重点支援対象者として、求職者担当

者制による各種就職支援を行った。
○ 令和５年度（第３・四半期）の実績

担当者制支援による重点支援対象者数 691人（前年同期 654人）
上記支援対象者の就職者数 666人（前年同期 627人）
上記支援対象者の就職率 96.4％（前年同期 95.9％）

（ウ） 就職支援セミナーの実施
マザーズコーナー利用者向け就職支援セミナー開催状況（令和５年１２月末現在）
○ハローワーク福島・・・・・・・
○ハローワークいわき・・・・・
○ハローワーク会津若松・・・
○ ハローワーク郡山・・・・・・

（エ） 就職支援協議会の開催
「福島労働局子育て女性等の就職支援協議会（6/13）」及び「地域子育て女性等

の就職支援協議会（福島８/２、いわき７/27、会津若松７/4、郡山７/７）」を開催し、
自治体等関係機関と情報共有・意見交換等を行った。

ハローワーク・マザーズコーナー主催
「子育てママさん就職支援セミナー」

※ママさんは子ども連れで参加（保育士を配置）
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開催14回 参加者数51人
開催4回 参加者数15人
開催10回 参加者数27人
開催７回 参加者数69人



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援

（１）復旧・復興に従事する労働者の健
康・安全対策等の推進
ア 原発での廃炉作業に従事する労

働者の健康・安全対策等の推進

（ア） 監督指導の実施により、原発での廃炉作業に従事する労働者の健康・安全対策等
の推進を図った。
○ 原発での廃炉作業に係る監督指導の実施状況（１～12月）

監督指導の実施件数 292件、うち違反件数70件（違反率24.0％）

（イ） 放射線管理計画の届出等に基づく指導
提出された放射線管理計画及び放射線作業届の内容を審査し、被ばく低減対策

や安全対策について指導した。
〇 令和５年度 放射線管理計画受理件数 14件（令和６年１月末現在）
〇 令和５年度 放射線作業届受理件数 332件（令和６月１月末現在）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援

（１）復旧・復興に従事する労働者の健
康・安全対策等の推進
ア 原発での廃炉作業に従事する労

働者の健康・安全対策等の推進

（ウ） 関係機関等との連携
関係機関との連携により、以下のとおり、原発での廃炉作業に従事する労働者の

健康・安全対策等の推進を図った。
・ 東京電力及び元請事業者に文書を発出し、熱中症予防対策の徹底を要請した。
（５月）

・ 「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会労働者安全衛生対策部
会」に出席した。（６月、10月）

・ 福島県危機管理部原子力安全対策課との合同パトロールにより必要な指導等
を実施した。（９月、１月）

・ 原子力施設を管轄する富岡労働基準監督署と福島第一原子力規制事務所との
連携体制を整えるため、両者による打ち合わせを実施した。（４月）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援

（１）復旧・復興に従事する労働者の健
康・安全対策等の推進
イ 除染等業務、汚染土壌等の搬入・

搬出業務等に従事する労働者の
健康・安全対策等の推進

（ア） 監督指導の実施により、除染等業務、汚染土壌等の搬入・搬出業務等に従事する
労働者の健康・安全対策等の推進を図った。

・ 除染作業に係る監督指導の実施状況（１～12月）
○ 監督指導実施件数 131件、うち違反件数32件（違反率24.4％）

・ 汚染土壌等の搬入・搬出業務等に係る監督指導の実施状況（１～12月）
○ 監督指導の実施件数38件、うち違反件数13件（違反率34.2％）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援

（１）復旧・復興に従事する労働者の健
康・安全対策等の推進
イ 除染等業務、汚染土壌等の搬

入・搬出業務等に従事する労働
者の健康・安全対策等の推進

（イ） 除染等の業務等に係る作業届に基づく指導
提出された除染等の業務等に係る作業届の内容を審査し、安全対策や被ばく低減

対策について指導した。
〇 令和５年度 作業届受理件数 59件（令和６年１月末現在）

（ウ） 「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」への参加促進
除染等業務に携わる従事者の被ばく線量などの情報を一元的に管理する「除染等

業務従事者等被ばく線量登録管理制度」について、各種説明会等の機会を捉えて周
知等を実施し、参加の促進を図った。

（エ） 関係機関との連携
関係機関との連携により、以下のとおり、除染等業務、汚染土壌等の搬入・搬出

業務等に従事する労働者の健康・安全対策等の推進を図った。
・ 県内の発注機関、災害防止団体等に文書を発出し、熱中症防止対策の徹底を要
請した。（例年にない暑さが続き、熱中症リスクが高止まりとなることが懸念されたた
め、８月に再度、文書要請を実施した） （５月、８月）

・ 県内工事関係者連絡会議を開催し、公共工事の発注機関等に対し、労働災害防
止対策について協力を要請した。（６月）

・ 環境省福島地方環境事務所作業適正化・安全対策協議会主催の「総会」、「優良
受注者表彰式並びに第１回講話会」、「第２回講話会」において、福島地方環境事務
所発注工事の元請事業者に対し、労働災害防止について取組の強化を要請した。
（７月、９月、12月）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援

（１）復旧・復興に従事する労働者の健
康・安全対策等の推進
ウ 中間貯蔵施設等における事故由

来廃棄物等処分業務に従事する
労働者の健康・安全対策等の推進

（ア） 監督指導の実施により、中間貯蔵施設等における事故由来廃棄物等処分業務に
従事する労働者の健康・安全対策等の推進を図った。
○ 中間貯蔵等での事故由来廃棄物等の処分業務に係る監督指導の実施状況（１

～12月）
監督指導の実施件数 76件、うち違反件数24件（違反率31.6％）

（イ） 事故由来廃棄物等処分業務に係る作業届に基づく指導
提出された事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業届の内容を審査し、安全

対策や被ばく低減対策について指導した。
〇 令和５年度 作業届受理件数 30件（令和６年１月末現在）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援

（１）復旧・復興に従事する労働者の健
康・安全対策等の推進
ウ 中間貯蔵施設等における事故由

来廃棄物等処分業務に従事する
労働者の健康・安全対策等の推進

(ウ) 関係機関等との連携
関係機関との連携により、以下のとおり、中間貯蔵施設等における事故由来廃棄

物等処分業務に従事する労働者の健康・安全対策等の推進を図った。
・ 県内の発注機関、災害防止団体等に文書を発出し、熱中症防止対策の徹底を要

請した（例年にない暑さが続き、熱中症リスクが高止まりとなることが懸念されたた
め、８月に再度、文書要請を実施した）。 （５月、８月）（再掲）

・ 県内工事関係者連絡会議を開催し、公共工事の発注機関等に対し、労働災害防
止対策について協力を要請した。（６月）（再掲）

・ 環境省福島地方環境事務所と連携し、「中間貯蔵施設災害防止協議会」を開催し
た。同協議会において、中間貯蔵施設関連事業の元請業者による取組事例の発表
及び事例検討を行い、安全管理水準の向上、自主的な安全衛生活動の推進を図っ
た。（７月、10月）

・ 環境省福島地方環境事務所作業適正化・安全対策協議会中間貯蔵施設分会主催
の合同パトロールにおいて、中間貯蔵施設等への安全パトロールを実施した。(７月、
10月）

・ 環境省福島地方環境事務所作業適正化・安全対策協議会主催の「総会」、「優
良受注者表彰式並びに第１回講話会」、「第2回講話会」において、福島地方環境事
務所発注工事の 元請事業者に対し、労働災害防止について取組の強化を要請し
た。（７月、９月、12月） （再掲）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
（１）復旧・復興に従事する労働者の健

康・安全対策等の推進
エ 偽装請負・違法派遣対策の推進 （ア） 関係機関との連携による周知・啓発

毎年、当局において、周知・啓発の講演のため参加している以下の各種会議は、
令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として書面開催又は
Ｗｅｂ開催とされているものもあるため、主催者を通じて参加予定事業主等へ関係
資料を配付するなどにより周知啓発を行い、適正な請負についての理解の促進を
図った。
なお、他の会議等も含め、開催状況を把握し、対面での会議を再開する場合は、

偽装請負等違法派遣の防止について説明を行うこととしている。

【各種会議】
○ 福島第一原発・暴力団等排除対策現地連絡会（東京電力ＨＤ、福島県警、原

発関係事業者：対面開催）
○ 労働条件に関する法令遵守講習会（東京電力HD主催、原発関係事業者：Ｗ

ｅｂ開催）
○ 東京電力安全推進協議会（東京電力HD主催、元請事業者：対面開催）
〇 環境省福島地方環境事務所発注復旧・復興工事等暴力団排除対策協議会

総会 （環境省主催、県警、元請事業者参加：対面開催）

（イ） 廃炉作業等に従事する派遣元事業主に対する指導監督
労働者派遣事業者に対する定期指導において、廃炉作業等従事者の労働者派

遣を行っている派遣元に対し、偽装請負・違法派遣の防止のための指導監督を実
施した。
なお、廃炉作業や除染現場での偽装請負・違法派遣の相談等については、迅速

な調査・指導監督を実施した。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援

（２）復興に向けた帰還者・移住者の就職
支援の推進
ア 避難県民の帰還のための就職支

援の推進

（ア） 福島県との連携による支援
福島県と雇用対策を効果的かつ一体的に実施し、震災からの本格復興の推進と県

民の暮らしの向上に取り組んだ。
〇 第１回福島県雇用対策協定運営協議会の開催（令和５年４月）
〇 第２回福島県雇用対策協定運営協議会の開催（令和６年１月）

（イ） 市町村と連携した帰還希望避難者に対する就労支援
避難者が帰還を希望する場合の就職等を支援する「福島雇用促進支援事業」につ

いて、関係市町村からの人材確保・育成ニーズを踏まえ、以下の事業を実施した。

〇 雇用確保セミナー、各種資格講習等を行う「企業向け雇用確保に係る事業」 （７事
業）
・ 雇用確保セミナー

112社 141人（１月末までの実績）（前年同期 136社 164人）

○ 職業相談、各種技能講習を行う「求職者向け就職促進に係る事業」（５事業）
・ 避難者等職業相談事業

1,529人（１月末までの実績）（前年同期 1,240人）
・ 企業見学会事業

72社 166人（１月末までの実績）（前年同期74社 177人）

○ 職場体験実習事業
９社 10人（１月末までの実績）（前年同期４社 27人）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援

（２）復興に向けた帰還者・移住者の就職
支援の推進
ア 避難県民の帰還のための就職支

援の推進

（前項から続く）

○ 合同就職面接会
６/23 南相馬会場 20社 70人
７/14 富岡会場 22社 48人
８/４ 浪江会場 19社 64人
９/14 郡山会場 47社 166人
９/27 南相馬会場 ６社 17人

○ 企業説明会等
・ 福島県内外に居住する被災者等を主な対象としながら、「福島での仕事を探し

ている」、「福島への移住を考えている」方及び県内企業約42社が参加する企業
説明会等についてオンライン（Zoom）形式で開催した。
「企業説明会」のほか、福島労働局による「お仕事相談ルーム」、広域協議会に

よる「就職準備支援ルーム」に加え、福島12市町村移住支援センター・自治体に
よる補助金等の支援制度を説明する「移住支援ルーム」を設置し、情報提供、相
談等を積極的に行い、帰還・就職の促進を図った。

｢ふくしまで働こう＠オンライン企業説明会」
第１回 令和５年６月30日（金） 13：30～16：00

参加企業：42社 参加者：62人
第２回 令和６年１月19日（金） 13：30～16：00

参加企業：36社 参加者：98人
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10/13 楢葉会場 20社 61人
11/10 川俣会場 11社 37人
11/22 双葉会場 13社 26人
12/15 いわき会場 22社 109人
１/26 南相馬会場 20社 59人



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援

（２）復興に向けた帰還者・移住者の就職
支援の推進
ア 避難県民の帰還のための就職支

援の推進

（前項から続く）

（ウ） 避難者及び帰還者に対するハローワークにおける就職支援
・ ハローワーク富岡及び浪江町地域職業相談室において、避難者及び帰還者に向

けた就職支援を行った。

〇令和５年度業務取扱状況

※令和５年12月末現在
（ ）は前年同期数

※令和５年12月末現在

（ ）は前年同期数

・ 求職者の状況に応じたきめ細やかな就職支援を行うとともに、新たにハローワー
ク富岡に就職支援コーディネーター（福島雇用創出総合支援分）を配置し、進出企
業等に対して人材確保に向けた各種支援を行った。

・ 宮城、山形、新潟、埼玉、東京及び大阪労働局内の６所に設置された「福島就職
支援コーナー」において、帰還希望者に対して担当者制による帰還、就職支援を
行った。

新規求職
申込件数

相談件数 紹介件数 就職件数

ハローワーク
富 岡

661（650） 2,162（2,104） 491（531） 182（213）

新規求職
申込件数

相談件数 紹介件数 就職件数

浪江町地域
職業相談室

85（109） 257（376） 93（103） 38（35）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援

（２）復興に向けた帰還者・移住者の就職
支援の推進
ア 避難県民の帰還のための就職支

援の推進

（前項から続く）

（エ） 避難全世帯への地元情報の発信

・ 広報誌「ふくしまで働く」の発行を通じて、県内外の避難者全世帯に対し、福島県
の雇用情勢や就労支援事業等の情報発信を行って、県内への帰還及び就職の支
援を実施した。（年３回発行 夏号：７月 秋号：11月 50,000部 発行）

・ 宮城、山形、新潟、埼玉、東京及び大阪労働局内の６所に設置された「福島就職
支援コーナー」、県内のハローワーク及び移住支援センター等に、「被災12市町村
の動き」を送付し、避難者等に情報提供を行った。（毎月）

（オ） 関係機関との情報共有による就職支援
・ 福島県、福島相双復興推進機構（官民合同チーム）、福島イノベーション・コースト

構想推進機構、福島国際研究教育機構（（Ｆ－ＲＥＩ）、復興庁等と毎月行われる福
島復興再生総局情報交換会議において、各種情報の共有、意見交換等を行い、そ
の情報を帰還者及び移住者への就職支援に活用した。 44



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援

（２）復興に向けた帰還者・移住者の就職
支援の推進
イ 浜通り地域への移住者・定住者の

就職支援の推進

上記３の（２）のアに記載している取組みのほか、以下の取組みを実施した。
（ア） ミニ企業説明会の実施

・ ６月20日、ハローワーク相双とハローワーク郡山間でオンラインによるミニ企業説
明会を実施した。

・ ９月25日、ハローワーク富岡管内の進出企業等４社が、ハローワークいわきにお
いて、対面方式によりミニ企業説明会を実施した。

（イ） 被災12市町村等の関係機関及び進出企業等への訪問
・ 新たにハローワーク富岡に配置となった就職支援コーディネーターが訪問し、関
係機関が行う支援策や企業情報等を収集した。下記（ウ）の定例オンラインミーティ
ングにおいて共有し就職支援に活用した。

（ウ） ハローワーク相双及びハローワーク富岡との定例オンラインミーティングの実施
・ 毎月オンラインミーティングを実施し、ハローワーク相双とハローワーク富岡管内
の求職・就職に係る情報や関係機関が行う支援策、企業情報等を共有し就職支援
に活用した。

（エ） 進出企業等と新規高等学校卒業予定者等とのマッチング支援事業の実施
（福島雇用促進支援事業）

・ ７月３日より新規高等学校卒業予定者等向けに被災12市町村の進出企業等の業
務内容、職場環境の理解促進を図るため、ＬＩＮＥの独自サイトにより情報提供を
行った。

・ 11月28日に若年者の地元定着と地域経済の担い手確保を図るため、進出企業等
と進路指導担当教諭との情報交換会を実施した。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援

（２）復興に向けた帰還者・移住者の就職
支援の推進
イ 浜通り地域への移住者・定住者の

就職支援の推進

（前項から続く）

（オ） 福島就職支援コーナーを設置している６労働局及び６安定所の担当者向け研修
会議の開催及び進出企業等への訪問
・ 被災12市町村の現状や課題の共有のため、10月４日に「令和５年度福島帰還希
望者就職支援事業担当者会議」を開催し、５日には双葉地域へ進出した企業（２
社）等を訪問し、被災地域の理解促進を図った。

（カ） 被災12市町村への移住希望者に対する支援（福島雇用促進支援事業）
・ 実際に移住・就職した方の体験をまとめた「ＦＵＫＵＲＡＳ（ふくらす）」を７月に作成
した。全国のハローワークへ送付及び福島広域雇用促進支援協議会のホーム
ページに掲載し、避難者の帰還や移住の促進を図った。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策
（１）労働条件の確保・改善対策の推進

ア 基本的労働条件の確立

イ 裁量労働制の適正な運用

ウ 未払賃金立替払の適切・迅速な
実施

・ 県内監督署において、管内の実情を踏まえた監督指導や集団指導を実施することに
より、労働基準関係法令や基本的労働条件の遵守徹底及び労務管理体制の確立及び
定着を図った。

〇 監督指導の実施件数 984件（令和５年12月末現在）
〇 集団指導の実施件数 117件（令和５年12月末現在）

・ 解雇、賃金不払等に関する労働者からの申告については、431件受理し、監督指導等
の実施により対応した。（令和５年12月末現在）

・ 専門業務型裁量労働制に関する協定届及び企画業務型裁量労働制に関する決議届
等が届け出られた場合は、届等の適正化について窓口指導を行った。

・ 裁量労働制に関する届等から問題が認められる事業場、労働者等からの情報により
裁量労働制の不適正な運用が行われていると考えられる事業場に対しては、監督指導
を実施するとともに、それ以外の監督指導においても、裁量労働制の導入状況を確認し、
問題が認められた場合は所要の措置を講じた。

〇 裁量労働制に関する届出件数 36件（令和６年１月末現在）

・ 事業活動停止等により、賃金支払を受けることができなくなった労働者に対し、監督署
において、雇用契約先事業場の未払賃金立替払制度適用の認定、未払賃金額の確認
業務を適切・迅速に行うことにより、救済を行った。

○ 認定申請 15件、うち13件認定（令和５年12月末現在）

○ 確認申請 120件、うち119件確認（令和５年12月末現在）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策
（２）14 次防を踏まえた労働者が安全で

健康に働くことができる環境の整備
ア 事業者が自発的に安全衛生対策

に取り組むための周知啓発等

・ 各労働基準協会が主催する「安全週間準備説明会」などの各種会議・説明会にお
いて、事業者が安全衛生対策に取り組む必要性や意義等について周知啓発を行っ
た。

・ 安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価される環境整備を推進するため、
「安全衛生優良企業公表制度」、「ＳＡＦＥコンソーシアム」、「健康経営優良法人認

定 制度」等について周知を図った。

※ 令和５年の数値は令和６年１月末現在での速報値である。
※ 「死傷者数」は休業４日以上
※ 表の上段は新型コロナウイルス感染症のり患により被災した労働者の数を含むも

の、表の下段は新型コロナウイルス感染症のり患により被災した労働者の数を除い
たものである。

（参考）福島県内の労働災害発生状況

コロナ含む 令和４年 令和５年 増減

死亡者数 21 21 ± 0（増減なし）

死傷者数 3,859 2,711 －1,148（29.7%減）
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コロナ除く 令和４年 令和５年 増減

死亡者数 21 21 ± 0 （増減な
し）

死傷者数 2,056 2,039 － 17 （0.8%減）



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策
（２）14 次防を踏まえた労働者が安全で

健康に働くことができる環境の整備
イ 労働者の作業行動に起因する労

働災害防止対策の推進

ウ 高年齢労働者、外国人労働者等
の労働災害防止対策の推進

・ 増加傾向にある行動災害を減少に転じさせるため、昨年度に引き続き、小売業及び介
護施設に係るＳＡＦＥ協議会を開催し、転倒及び腰痛等の行動災害を予防するうえで効
果的な対策とその周知方法等について協議を行った。（９月）

・ 転倒災害を発生させた事業場に対し、「転倒災害の再発防止のための自主点検等報
告書」の提出を求め、災害の再発防止対策の取組状況を確認し、必要に応じて転倒災
害防止に係る指導を実施した。

・ 転倒災害が冬季に多発していることから、労働災害防止団体と連携して「福島冬季転
倒災害防止運動（転ばないでね！）」を展開し、転倒災害防止対策の推進を図った。（12
月15日から２月末まで）

・ 高年齢労働者が安心して安全に就労するための環境づくり等について定めた「エイジ
フレンドリーガイドライン」について、各種説明会等の機会を捉え、ガイドラインに基づく
取組を指導するとともに、「エイジフレンドリー補助金」による支援についての周知も実施
して、高齢者に係る労働災害防止対策の推進を図った。

・ 外国人労働者を使用する事業主等に対し、外国人労働者が容易に理解できる安全衛
生教育マニュアル等を活用して効果的に安全衛生教育を実施するよう指導した。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策
（２）14 次防を踏まえた労働者が安全で

健康に働くことができる環境の整備
エ 業種別の労働災害防止対策の

推進

（共通） 熱中症予防防止対策
・ 県内の発注機関、災害防止団体等に文書を発出し、熱中症防止対策の徹底を要請

した（例年にない暑さが続き、熱中症リスクが高止まりとなることが懸念されたため、８
月に再度、文書要請を実施した）。 （５月、８月）（再掲）

・ 熱中症予防を広く呼び掛けるため、福島労働局と福島産業保健総合支援センターと
の共催により、（株）ラジオ福島及び（株）エフエム福島にＣＭ広報を発注して、７月３日
～９月１日の間に、土・日・祝・お盆期間を除き、毎朝20秒のスポットＣＭによる広報を
実施した。（７月～９月）

（ア） 陸上貨物運送業
・ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会福島県支部と連携し、荷台等からの墜落転
落災害を発生させた事業者に対して、安全管理士による荷役労働災害防止対策コン
サルティングを実施して、労働災害防止対策の推進を図った。（６月～８月）

・ 改正労働安全衛生規則等（テールゲートリフターによる荷役作業についての特別教
育の義務化等）について指導、周知を図るとともに、関係講習機関に対して同教育の
積極的な実施を要請し、同教育の受講機会の確保に努めた。

（イ） 建設業
・ 県内建設工事関係者連絡会議を開催し、公共工事の発注機関等に対し、労働災害
防止対策について協力を要請した。（６月） （再掲）

・ 国道１２１号 湯野上２号トンネル工事現場（下郷町）及び公益財団法人星総合病
院大町新複合施設（仮称）建設工事現場（郡山市）に対して福島労働局長による建設
現場パトロールを実施し、建設業で最も発生件数が多い墜落・転落災害、建設機械
等による挟まれ・巻き込まれ災害防止対策等を重点に指導を実施した。（６月、12月）

また、県内の労働基準監督署においても、全国安全週間（準備期間を含む）中に、
災災害防止団体と合同で建設現場パトロールを実施した。（６月、７月）
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労働局長によるパトロール（６月）

労働局長によるパトロール（12月）

労働基準監督署によるパトロール



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策
（２）14 次防を踏まえた労働者が安全で

健康に働くことができる環境の整備
エ 業種別の労働災害防止対策の

推進

（前項から続く）

・ 建設業労働災害防止協会福島県支部が主催し、労働局及び県下労働基準監督署
が後援する『福島県建設業ゼロ災宣言運動2023』を展開して、建設業における労働
災害の縮減を図った。（５年７月～６年１月）

・ 県内建設工事関係者連絡会議のほか、各種の会議・説明会において、改正労働安
全衛生規則等（一側足場の使用範囲の明確化等）について指導、周知を図った。

（ウ） 製造業
・ 重篤な機械災害（特に挟まれ・巻き込まれ災害や切れ・こすれ災害）を発生させた
事業場に対し、個別に指導を実施して、労働災害防止対策の推進を図った。

・ 県内の労働基準監督署において、全国安全週間（準備期間を含む）中に、災害防
止団体と合同で安全パトロールを実施した。（６月）

（エ） 林業
・ 県内４人にチェーンソー指導員を委嘱し、関係事業者及び関係労働者に対して
チェーンソーを取り扱う労働者の振動障害の防止に係る知識の普及を図った。（年16
回の指導を実施）

・ 県内の労働基準監督署において、森林管理署、県の農林事務所及び施工業者と
合同で林業現場パトロールを実施して、林業労働災害の防止を図った。（通年）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策
（２）14 次防を踏まえた労働者が安全で

健康に働くことができる環境の整備
オ メンタルヘルス対策及び過重労働

対策等

・ 福島産業保健推進総合支援センターが実施するメンタルヘルス対策支援事業の利用
を勧奨するなどして、事業場におけるメンタルヘルス対策の推進を図った。

・ 令和５年度全国労働衛生週間実施要項に基づく下記の実施事項について周知を図る
とともに、県内の発注機関や災害防止団体等に要請文書を発出し、同実施事項の実施
を会員事業場などに促すよう要請した。（８月）

＜実施事項＞
○ 本週間（10月１日～７日）：事業者等による職場巡視など
○ 準備期間（９月１日～30日）：日常の労働衛生活動の総点検など

・ メンタルヘルス対策の取組に問題が認められる事業場等に対して、同対策の取組に
ついて個別に指導を行った。

・ 「職場の健康診断実施強化月間（９月）」における
下記の重点事項について周知を図るとともに、
県内の発注機関や災害防止団体等に要請文書を
発出し、同実施事項の実施を会員事業場などに促
すよう要請した。（８月）
＜重点事項＞
○ 健康診断及び事後措置の実施
○ 医療保険者との連携（医療保険者から健康

診断の結果を求められた際の提供）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策
（２）14 次防を踏まえた労働者が安全で

健康に働くことができる環境の整備
カ 産業保健活動の推進

キ 新たな化学物質規制の周知、石
綿ばく露防止対策の徹底

・ 治療と仕事の両立支援に係る取組を効果的に連携させ、両立支援の取組の推進を図
ることを目的として設置された、福島県、労使団体、福島県医師会、福島産業保健総合
支援センター及び医療機関等を構成員とする「福島県地域両立支援推進チーム」にお
いて、推進チーム連絡会議を開催し、両立支援の取組の連携を図った。（９月）

また、その推進チームにより、事業場の衛生管理者や人事労務担当者等を対象とし
た両立支援セミナーを開催した。（９月）

・ 令和５年度全国労働衛生週間実施要項に基づく下記の実施事項について周知を図る
とともに、県内の発注機関や災害防止団体等に要請文書を発出し、会員事業場などに
同実施事項の実施を促すよう要請した。（８月）（再掲）

＜実施事項＞
◇ 本週間（10月１日～７日）：事業者等による職場巡視など
◇ 準備期間（９月１日～30日）：日常の労働衛生活動の総点検など

・ 令和４年２月及び５月に公布された新たな化学物質規制に関する労働安全衛生関係
法令の改正（事業場における化学物質の管理体制の強化等）について周知を図った。

その一環として、令和５年12月４日に郡山市内の会場にて「新たな化学物質規制に関
する事業主向けの説明会」を開催した。

・ 石綿解体工事等において提出される計画届や作業届の内容を審査し、実地調査を
実施すること等により、石綿における健康障害予防対策について指導等を実施した。

○ 令和５年度 計画届受理件数 92件（令和６年１月末現在）

福島県地域両立支援推進チーム連絡会議
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策
（２）14 次防を踏まえた労働者が安全で

健康に働くことができる環境の整備
キ 新たな化学物質規制の周知、石

綿ばく露防止対策の徹底

（３） 労災補償対策の推進
ア 迅速・公平な事務処理

（前項から続く）

・ 令和２年７月に改正された石綿障害予防規則（工事開始前の石綿の調査や監督署へ
の届出等）について、各監督署において令和４年度を初年度とする５か年計画を作成し、
当該計画に基づき建設業の許可事業者及び解体業の登録業者に対する自主点検、集
団指導及び個別指導を実施して、効果的な周知・指導を行った。

・ 令和５年10月１日より「建築物石綿含有建材調査者による建築物等の解体又は改修
工事の事前調査」について施行されることから、建設業労働災害防止協会福島県支部
ほか関係団体に対して、事前調査の周知徹底について文書要請を行った。（６月）

・ 国交省及び環境省と連携して再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止合同
パ トロールを実施し、石綿ばく露防止対策の徹底について指導を実施した。（６月、10
月）

・ 過重な業務が原因で発症した精神疾患や脳・心臓疾患に関する労災請求が全国的に
も増加しているほか、石綿関連疾患や新型コロナウイルス感染症の事案など、各種調
査を要する事案が急増するなかで、迅速かつ公正な労災認定を行い、被災労働者に対
して、早期救済・保護を図ることは、局及び各監督署の重要なミッション。

・ 当局では、こうした複雑困難事案等に関する事案検討会を定期的に開催し、早期決
定に向けた方策の検討や管理者による進行管理の徹底等を実施しているほか、過労
死等事案については、局署の監督・安全担当部署と合同調査を行うなど、組織内で協
力・連携を図りながら、的確な労災認定に努めている。

建設業労働災害防止協会福島県支部への要請
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策
（３） 労災補償対策の推進

ア 迅速・公平な事務処理

イ 相談者等への懇切・丁寧な対応等

ウ 廃炉作業や除染等業務の従事者
への労災保険制度の周知等

（前項から続く）

・ また、労災認定を効率的に行うため、当局では、平成30年度より、全署分の療養補償
給付請求書の受付入力及び一次審査を局で集中して実施するなど、業務効率化を図
るとともに、非常勤職員等の人材育成のための研修・業務支援の実施等にも積極的に
取り組んでいるほか、令和５年８月には、長期未決事案が増加している監督署などに対
して、局が直接指導や助言などを実施できるよう関係規定を改正するなど、的確かつ迅
速な労災認定に向けた取組みを継続して実施している。

〇令和４年度労災請求件数
脳心事案12件 精神事案22件 石綿事案20件 電離事案２件 （１月末現在）

〇令和５年度労災請求件数
脳心事案15件 精神事案32件 石綿事案21件 電離事案７件 (１月末現在）

・ 労災認定の迅速化を図る一方で、被災者や相談者等への懇切・丁寧な説明も極めて
重要であり、当局では、地方厚生局などと連携し、労災請求が可能と思われる事案に
ついて、被災者等に直接請求勧奨を行うなど、労災保険の積極的な活用を呼び掛けて
いる。

・ また、局署の窓口や電話対応に当たっては、被災者の立場に立った上で、懇切・丁寧
な対応に努めているほか、請求書受付後約３か月を経過した事案については、請求人
に対して処理状況を説明する等、きめ細やかな対応を行っている。

・ 東日本大震災後に発生した東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業に伴う、電
離放射線被ばくを理由とする労災請求に対しては、本省や東京電力をはじめとした関係
企業と連携・協力を図りながら、迅速な労災認定に努めるとともに、当該業務に従事す
ることとなった新規従事者をはじめ、全従事者に対して電離放射線障害が生じた際の労
災請求に関するリーフレットを配布するなど、労災保険制度の周知を図っている。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（１）成長と雇用の好循環の実現に向け

た円滑な職業紹介業務の運営による
就職支援
ア ハローワークのマッチング機能に

関する業務の評価・改善の取組

（ア） 主要指標

主要指標は、ハローワークのマッチング機能に関する業務のうち、特に中核業務の
成果を測定する評価指標であり、当該業務の成果向上のため、①求職者担当者制
を中心とした個別支援の強化、②積極的なマッチングによる求人情報の提供、③求
人担当者制によるマッチングからフォローアップまでの一貫した支援等を実施した。

【実績】
〇 就職件数（一般）

年間の目標値 28,394件 （前年度 27,884件）
４月～12月の実績 19,454件 （前年同期 19,344件）

〇 充足件数（一般）
年間目標値 27,005件 （前年度 26,977件）
４月～12月の実績 18.385件 （前年同期 18,457件）

〇 雇用保険受給者の早期再就職件数
年間目標値 6,806件 （前年度 7,353件）
４月～11月の実績 5,060件 （前年同期 4,851件）

（注） 「一般」とは、「日雇」（日々の仕事及び１か月未満の雇用期間が定められ
たもの）を除くもの。

（イ） 補助指標
補助指標は、ハローワークのマッチング機能に関する業務の質の向上を図るもの

であり、求職者及び求人者に対する「ハローワーク利用者満足度アンケート」調査を
実施し、サービスの不十分な点や利用者のご意見等をサービス改善につなげる。

〇 目標 求職者利用満足度 90.0％ （前年度 ）
求人者利用満足度 90.0％ （前年度 ）

〇 アンケート調査期間 令和５年10月２日～１か月程度

ハローワークにおける相談・紹介
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（１）成長と雇用の好循環の実現に向け

た円滑な職業紹介業務の運営による
就職支援
イ ハローワークの職業紹介業務の

オンライン・デジタル化の推進及び
求職者支援

（ア） オンライン職業相談等に係る環境整備による機能強化
ハローワーク施設内の通信設備・端末等を整備し、６月までにオンライン職業相談

等の実施環境を整えた。また、１月には待合室にフリーWi-Fi環境を整備した。ハロー
ワークシステムにおいて前年度までに追加された機能（オンライン職業紹介、求職者
マイページへの情報提供）と相まって、来所によらない求職活動を行う利用者の利便
性が向上した。

各ハローワークのミニ面接会等のイベント情報をＬＩＮＥ、X（旧Twitter）、各ハロー
ワークのホームページにより情報発信し周知を図った。

（イ） マイページ利用の促進によるハローワーク利用者の拡大
マイページの開設により、求職者は求人検索条件の保存やオンライン自主応募、

ハローワークオンライン紹介、求人者は求人申込や採否結果通知、求職者への「直
接リクエスト」など、利用者のパソコンやスマートフォン等で操作が行えるようになった
ため、ハローワーク窓口や各種会議等でマイページ開設の利用案内やリーフレット
の配付、労働局ホームページへの掲載等により利用方法の周知を図った。

○マイページ登録利用状況（令和５年12月末現在）
求人者マイページ 87.7％ （全国 83.1％）
求職者マイページ 47.6％ （全国 35.7％）

（ウ） 課題を抱える求職者への就職支援の充実・強化
オンラインサービスの充実を図ってもなお、再就職にあたり課題を抱える求職者に

対して、必要な支援を十分に提供するため、職業相談窓口における求職者担当者制
の積極的な実施やキャリアコンサルティング等の課題解決支援サービスの充実・強
化を図った。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（１）成長と雇用の好循環の実現に向け

た円滑な職業紹介業務の運営による
就職支援
ウ 公正な採用選考システムの確立

エ 雇用保険制度の安定的運営

（ア） 事業主に対する公正な採用選考システムの周知・啓発
高卒求人の受理開始（６月１日～）を前に、各ハローワークで実施した「新規学卒

者求人受理説明会」の機会を捉え、参加企業（県内８ヶ所 計1,214社）に対し、適正
な応募用紙（「全国高等学校統一応募書類」）を用いて、公正な採用選考を行うよう
周知・啓発を行った。

（イ） 労働局ホームページへの資料掲載による周知・啓発
労働局ホームページに公正採用選考関係制度に関する資料と解説動画を掲載す

ることにより、事業主や求職者等に対する周知・啓発を行った。

（ウ） 事業主を対象とした「公正採用選考人権啓発推進員研修会」の開催（年２会場）

令和５年11月９日にハローワーク二本松にて29事業所を参集し開催
令和５年11月16日にハローワークいわきにて75事業所を参集し開催

（ア） 雇用保険各種手続の電子申請率向上に向けた取組
電子申請率向上のため、雇用保険適用用窓口の受付時間を16時までに変更した

こと、令和２年４月１日から特定法人の電子申請が義務化されたこと、電子申請の
標準処理期間等について、労働局ホームページに掲載し、周知・広報を行った。
また、職員や電子申請アドバイザーによる事業所訪問を積極的に実施し電子申請

の利用勧奨を行った。
○ 実績（令和５年度12月末現在の累計値）

電子申請率 雇用保険資格取得届 59.7％ （前年同期 52.4％）
雇用保険資格喪失届 57.0％ （前年同期 52.4％）

R5.11.9 ハローワーク二本松主催

「公正採用選考人権啓発推進員研修会」
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（１）成長と雇用の好循環の実現に向け

た円滑な職業紹介業務の運営による
就職支援
エ 雇用保険制度の安定的運営

（前項から続く）

（イ） 雇用保険受給者の早期再就職支援の取組
雇用保険受給者の早期再就職支援のため、再就職支援セミナーの受講勧奨、就

職支援ナビゲーターによる担当者制の個別支援、再就職手当試算表の配付による
早期再就職への意欲喚起等の取組を実施した。
○ 実績（令和５年度11月末現在の累計値）

早期再就職件数 5,061件 （前年同期 4,851件）

（ウ） 出生時育児休業給付金の利用向上に向けた取組

令和４年10月１日から新設された出生時育児休業給付金の周知のため、労働局
ホームページに掲載し、各ハローワーク窓口でもリーフレットを配布することにより
周知・広報を行った。

〇 実績（令和５年度12月末現在の累計値）

出生時育児休業利用者数 439件
（参考 令和４年10月～令和５年３月 127件）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（２）雇用吸収力の高い分野への再就職

支援等の推進
ア 業種・地域・職種を超えた再就職

等の促進

（ア） 就職支援ナビゲーターによる業種を超えた就職支援
雇用保険受給者や 業種間・職種間移動による再就職を希望する者等に対する早

期就職支援コーナーをハローワーク福島・いわき・会津若松・郡山に設置し、就職支
援ナビゲーターによるキャリアコンサルティングや課題解決サービスを通じて再就
職支援を実施した。
○ 令和５年度（第３・四半期）の実績

支援対象者 1,243人（前年同期 1,196人）
就職件数 1,166人（前年同期 1,088人）

（イ） 求人確保と求人充足サービスの充実
各ハローワークでは求人・求職の動向等を分析するとともに、求職者のニーズの

高い職種・業種等に重点を置いた求人開拓を実施した。
求人の充足に向けては、求職者が応募しやすい求人となるよう、求人情報の充実

や求人条件の緩和等の助言・指導を積極的に実施した。また、求人情報の求職者
マイページへの送付や所内掲示等により情報提供し、ミニ説明会等各種イベントを
実施することにより充足につながる取組を積極的に実施した。

（ウ） 円滑な労働移動の推進

人材の活性化を通じた賃金上昇の好循環による労働移動の円滑化を推進してい
くため、次の取組みを行った。

ａ 特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）
当局のX（旧Twitter）に投稿する等、当該助成金の周知広報を図った。

ｂ 中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）

当局及びハローワークが連携し、商工会議所等を訪問する等により周知を図っ
た。

また、学卒求人をハローワークに提出している事業主に対し、中途採用による方
法もあることについて説明をするとともに、当該助成金の周知を図るよう、各ハ
ローワ－クに指示を行った。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（２）雇用吸収力の高い分野への再就職

支援等の推進
ア 業種・地域・職種を超えた再就職

等の促進

イ 医療、介護、福祉、保育等分野へ
の就職支援

（前項から続く）

c 労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース）

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者の再就職援助のための
措置を講じる事業主に対して、ハローワークの窓口にて、当該助成金の活用を説
明し、労働者の早期再就職の支援を行った。

・ 支給決定件数
令和５年度（１月末現在） ７件

（ア） 各関係機関との連携等
a 人材確保対策推進協議会の開催（令和５年７月３日）

地方自治体・関係機関・団体等の人材確保に係るネットワークの構築と情報共
有、具体的施策実施の連携を図った。

b 福島県福祉人材センターとの連携

・ 年２回、「福島県福祉人材センター」ホームページ特設サイトにて、参加法人の紹
介をオンライン上で先行して行い（６／１～８／31、１／22～３／17）、また、下記会
場で参加法人と求職者等が直接対面する「福祉の職場 合同就職説明会」を開催
し、福祉施設等における人材確保の推進を図った。

【実績】
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〇 ６月21日 会津会場 ・・・・
〇 ７月 １日 郡山会場 ・・・・
〇 ７月 ８日 福島会場 ・・・・
〇 ７月20日 相双会場 ・・・・
〇 ８月19日 いわき会場 ・・・・

参加企業 ７社 参加者数 12人
参加企業 37社 参加者数 86人
参加企業 32社 参加者数 55人
参加企業 ４社 参加者数 11人
参加企業 ９社 参加者数 31人



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（２）雇用吸収力の高い分野への再就職

支援等の推進
イ 医療、介護、福祉、保育等分野へ

の就職支援

（前項から続く）

【実績】

・ 各ハローワークにおいて「福祉の仕事就労支援セミナー及び相談会」を開催し、
福祉関係の仕事を希望する求職者へ就職支援を行った。

〇 令和５年12月末現在 開催回数 81回 （前年同期81回）
セミナー参加者 610人 （前年同期552人）
相談会参加者 145人 （前年同期124人）

福島県福祉人材センターのハローワーク出張相談会
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〇 ２月 ４日 会津会場 ・・・・
〇 ２月12日 郡山会場 ・・・・
〇 ３月 ２日 白河会場 ・・・・
〇 ３月10日 福島会場 ・・・・
〇 ３月16日 いわき会場 ・・・・

参加予定企業 17社
参加予定企業 35社
参加予定企業 ６社
参加予定企業 33社
参加予定企業 13社



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（２）雇用吸収力の高い分野への再就職

支援等の推進
イ 医療、介護、福祉、保育等分野へ
の就職支援

（前項から続く）

c 福島県ナースセンターとの連携
・ 人材確保対策コーナー（福島所・いわき所・会津若松所・郡山所に設置）におい
て、ナースセンターの求職・求人情報を共有し、就職支援を実施した。

〇 令和５年12月末現在 新規支援対象求職者数
就職件数
新規支援対象求人件数
充足件数

・ 各ハローワークにおいて、福島県ナースセンターによる巡回相談を実施し、看護
師等の就職を希望する求職者へ就職支援を行った。

〇 令和５年12月末現在 開催数 70回（前年同期 70回）
参加者数 215人（前年同期211人）

d 各種会議への出席
以下の会議への出席により、関係機関とのネットワークを構築し、相互の施策に

対する理解促進、情報や課題の共有を図った。

・ 令和５年７月３日 「福島県ナースセンター・ハローワーク連携事業連絡調整会
議」

・ 令和５年９月１日 「福島県ナースセンター事業運営委員会」
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155人（前年同期141人）
83件（前年同期 87件）

926件（前年同期926件）
79件（前年同期101件）



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（３）非正規雇用労働者等へのマッチング

支援
ア ハローワークの就職支援ナビゲー

ターによる求職者の状況に応じたき
め細かな担当者制支援

イ フリーター等への就職支援

（ア） 年代別の専門窓口（コーナー）の設置
おおむね35歳未満の求職者については、福島わかものハローワーク、ハローワーク

郡山に設置しているわかものコーナーにおいて、就職支援ナビゲーターによる担当者
制での就職支援を実施した。
また、おおむね35歳から55歳以下の求職者については、ハローワーク福島、ハロー

ワーク郡山に設置しているミドルエールコーナーにおいて、就労・生活支援アドバイ
ザー等による担当者制及びチームでの就職支援を実施した。
支援内容としては、担当者制による応募書類の作成支援・面接指導等の職業相談・

職業紹介や就職後の定着指導を実施した。

（ア） わかものハローワーク等での取組
福島わかものハローワーク、郡山わかもの支援コーナー（以下「わかものハローワー

ク等」という。）において、フリーター等への就職支援として、担当者制による個別支援
のほか、各種支援メニューにより、正社員化の実現に向けた支援を行った。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（３）非正規雇用労働者等へのマッチング

支援
イ フリーター等への就職援

（前項から続く）

ａ セミナー等の実施状況（12月末累計）
〇 福島わかものハローワーク 開催回数 27回 参加人数 104人
〇 郡山わかもの支援コーナー 開催回数 ９回 参加人数 40人

ｂ 就職面接会（福島わかものハローワーク主催）
〇 ５月31日開催 参加企業３社 参加人数16人
〇 12月６日開催 参加企業３社 参加人数27人

ｃ 臨床心理士（福島わかものハローワーク配置）による相談状況
相談件数 64件（12月末累計）

【令和５年度目標】
〇 目標

わかものハローワーク等を利用して就職したフリーター等のうち、正社員とし
て就職した者の割合65.0％以上

〇 実績（12月末累計）
就職件数 557件（前年同期558件）
うち正社員就職件数 384件（前年同期389件）
正社員として就職した者の割合 68.9％

R5.5.31 福島わかものハローワーク主催 ミニ面接会 福島わかものハローワークにおける職業相談・紹介
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（４）就職氷河期世代の活躍支援

ア ハローワークの専門窓口における
専門担当者のチーム制による就職
相談、職業紹介、職場定着までの
一貫した伴走型支援

イ 就職氷河期世代の失業者等を
正社員で雇い入れる企業への助

成金等の活用

（ア） ハローワーク専門窓口におけるチーム支援
ハローワーク福島（R2.4.1）、ハローワーク郡山（R3.3.1）に専門窓口（ミドルエール

コーナー）を設置し、キャリアコンサルティング・生活設計・求人開拓等、それぞれの
専門担当者がチームを結成し、就職から職場定着まで一貫した支援を実施した。
○ 令和５年12月までの実績

チーム支援対象者数
正社員就職者数
セミナー開催数
面接会開催数

（ア） 特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）及びトライアル
雇用助成金にかかる周知・広報及び活用促進

各ハローワークの求人部門において、就職氷河期世代向けの求人開拓の際に、当
該助成金のリーフレットを活用して、周知を図った。
職業相談部門においては、紹介時に求人事業所に対し、助成金の利用を促すこと

によって、就職氷河期世代の支援に取り組んだ。
なお、当該助成金を含む就職氷河期世代支援策を案内した資料について、「ふくし

まプラットフォーム」（令和５年６月２日開催）で配付し、また、県内市町村あてにも同
様の資料について送付する等して周知及び活用促進を図った。
【支給決定件数実績】

特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）
令和５年度 173件 （１月末現在）
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197人（前年同期 131人）
102人（前年同期 68人）
45回 参加人数 243人 （前年同期： 45回 216人）
14回 参加人数 177人 （前年同期： 10回 61人）



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策・
（４）就職氷河期世代の活躍支援

ウ 地域若者サポートステーションを
通じた継続的な支援

（ア） キャリアコンサルタント等による支援等
就職氷河期世代のうち無業状態の者の就職等を支援するため、県内４ヵ所の地

域若者サポートステーションにおいて、キャリアコンサルタントなどによる専門的な
相談、福祉機関等との連携による出張相談、仕事に就くための活動リズムを整える
活動準備プログラム、ＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴとの組み合わせによる職場体験プログラム、
オンラインによる相談支援を実施した。
また、ハローワークに設置されている就職氷河期世代専門窓口との連絡会議を定

期的に開催する等連携体制を構築した。
さらには、支援すべき対象者の登録促進のため、リーフレット、ホームページ、ＳＮ

Ｓ等を活用した効果的な周知・広報、市町村福祉部局や社会福祉協議会、引きこも
りセンター等との連携による情報共有及びアウトリーチ支援の推進等に取り組んだ。
【事業実施状況】
〇 新規登録者数

〇 進路決定者数
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年間目標数 300人
実績数（12月末現在） 238人
（進捗率 79.3％、前年同期比 10.2％増）
年間目標数 270人
実績数（12月末現在） 193人
（進捗率 71.5％、前年同期比 ▲18.6％減）



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（４）就職氷河期世代の活躍支援

エ 就職氷河期世代の活躍支援のた
めの都道府県プラットフォームを
活用した支援

（ア） 就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームの設置・運営

令和５年度第１回ふくしまプラットフォームを開催（６月２日開催）し、令和４年度に
おける事業の進捗状況と取組期間が令和６年度まで２年間延長となったことにとも
なう令和５年度以降（第２ステージ）の事業実施計画を策定した。
【目標値（ＫＰＩ）の進捗状況（令和５年度）】
※ ３類型の方々の正社員就職や多様な社会参加の実現に向けた目標値
○ 不安定な就労状態にある者（フリーター等）の正社員就職者数

【目標】 2,449人 12月末現在実績 1,724人 （前年同期 1,527人）

〇就職氷河期世代「限定」・「歓迎」求人件数の新規求人受理件数に占める
割合
【目標】 3.5％ 12月末現在 5.0％ （前年度 3.4%）

※参考

限定・歓迎求人新規求人件数 1,621件
新規求人受理件数（全体） 38,807件

○ 長期にわたって無業の状態にある方（ニート等）
地域若者サポートステーションの新規登録者数及び進路決定者数

【目標】 新規登録者数 300人 12月末現在 238人 （前年同期 216人）
【目標】 進路決定者数 270人 12月末現在 193人 （前年同期 237人)

○ 社会参加に向けた支援を必要とする方（ひきこもりの状態にある方）
【目標】 地域（市町村）プラットフォームを県内全域に設置
【実績】 令和３年度中に県内６地域で設置済

※参考
令和５年度の各地域での会議開催状況

会津（６月30日）、いわき（７月21日）、県中（７月26日）、県北
（９月５日）、相双（９月11日）、県南（９月27日）

令和5年6月2日開催
令和5年度第1回ふくしまプラットフォーム
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（５）新規学校卒業者の就職支援

ア 新規高卒者等に対する就職支援 （ア） 福島県及び各機関と連携した就職支援
福島県雇用対策協定（平成28年３月締結）に基づき、若年者の雇用対策について、

以下の支援事業を福島県と連携し実施した。
ａ 福島県高等学校就職問題検討会議

３月22日開催の福島県高等学校就職問題検討会議にて、令和５年度の応募・推
薦方法等について申合せを策定した。

ｂ 福島県新規高等学校就職促進対策会議
４月19日開催の福島県新規高卒者就職促進対策会議において策定された就職

サポートプログラム及び早期離職防止策に基づき、各種支援策を実施した。

ｃ 求人確保要請
５月22日及び29日に、県知事・労働局長・教育長による求人確保要請を主要経

済団体（５団体）へ実施した。

（イ） 高校生向け企業説明会の開催
採用選考前の支援として、７月に計７回、福島・郡山の新卒応援ハローワーク及び

ハローワーク二本松において高校生向け企業説明会を開催し、参加企業118社に
対し、のべ849名の高校生が参加した。

（ウ） 積極的な求人確保の推進
各地域において、ハローワーク所長と市長等による求人確保要請を県内38の経

済団体、事業主団体等へ実施するとともに、県内の従業員50人以上の雇用保険適
用事業所（約2,000社）に対し、県知事、労働局長、教育長連名の勧奨状により求人
要請を行った。

（エ） 新規高卒者就職面接会の開催
高校生の早期就職内定に向け、10、11月に県内４ヶ所（福島、いわき、会津若松、

郡山）において就職面接会を開催し、参加企業179社に対し、134名の高校生が参
加した。

各地域のハローワーク所長による求人確保要請

副知事・労働局長・教育長による求人確保要請

R5.7.6ハローワーク二本松主催の地元企業説明会
69



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（５）新規学校卒業者の就職支援

イ 新規大卒者等に対する就職支援
（ア） 各大学等との連携（12月末現在）

○ 学生との相談を目的とした各大学等への訪問：108回（前年同期：101回）
相談件数：754件（前年同期：816件）

○ 各大学等において実施した就職支援セミナー等：34回（前年同期：33回）
参加人数：1,180人（前年同期：790人）

（イ） 大卒等就職面接会の開催
○ 労働局開催（２回、7/19、20）

参加企業：199社、参加学生等：108名
○ 委託事業開催

福島会場（２回、８/29、12/19） 参加企業：46社 参加学生等：35名
郡山会場（４回、８/３、10/16、11/25、12/16）

参加企業117社 参加学生等：81名

（ウ） 就職支援ナビゲーターによる新卒・既卒者等への支援（12月末現在）
○ 就職支援ナビゲーターによる令和６年３月新規学卒者との相談件数：2,092件

（前年同期：2,109件）
○ 就職支援ナビゲーターによる既卒者等との相談件数：3,594件

（前年同期：4,182件）

R5.7.19～20開催 大卒等就職面接会
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（６）高齢者の就労・社会参加の促進

ア 70 歳までの就業機会確保等に向
けた環境整備や高年齢労働者の
処遇改善を行う企業への支援

イ ハローワークにおける生涯現役支
援窓口などのマッチング支援

・ 労働局及びハローワークが実施する説明会や各種会合等において、令和３年４月１日
より施行された改正高年齢者雇用安定法に基づく70歳までの高年齢者就業確保措置
に関する周知に努めた。さらに、当該措置を導入するに当たり、ハローワーク等に相談
のあった事業所については、制度設計上の留意点や手続きなどに係る詳細な説明を
行った。
また、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構（以下「機構」という。）と連携しながら、

機構の70歳雇用推進プランナー、高年齢者雇用アドバイザーによる相談サービス等に
ついて、県内企業約４千社に案内チラシを配付するなどの取組を実施して、65歳を超え
る定年引き上げや継続雇用制度の導入等を行う事業所への効果的な支援を図った。

・ ハローワーク福島・いわき・会津若松・郡山・白河に「生涯現役支援窓口」を設置し、生
涯設計就労プランの策定や高年齢者求人一覧表の提供などを通じて、65歳以上の高
年齢求職者に重点を置いた就職支援を実施し、以下の実績を計上した。
【65歳以上の就職支援状況（「生涯現役支援窓口」５箇所の合計）】
１ 就職目標件数(年間) 593件 （前年 527件）
２ 支援対象者数 681人 （前年同期 590人）
３ 就職件数 552件 （前年同期 524件）
４ 目標進捗率 81.1％ （前年同期 88.8％）

（令和５年４月～12月までの実績）

・ ハローワーク福島・会津若松・郡山では、シニア就職支援セミナーを定期開催（月１回）
している。このセミナーにおいては、安定所によるガイダンスのほか、シルバー人材セン
ターからは臨時的・短期的又は軽易な作業に関すること等を、産業雇用安定センターか
らはキャリア人材バンク事業への登録による支援内容の説明のほか、個別相談会を実
施し高年齢者に多様な就労支援を行った。

ハローワーク・生涯現役支援窓口主催

「シニア就職支援セミナー」
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（６）高齢者の就労・社会参加の促進

ウ シルバー人材センター等の地域
における多様な就業機会の確保

・ ハローワーク福島・いわき・会津若松・郡山・白河において、管内の市町村シルバー人
材センターとの連携を推進する取組として、定期的に連絡会議を開催し、相互が有する
情報の共有、高齢者就業の課題等を協議することなどによって、地域の高齢者のニー
ズ等を踏まえた就業機会の促進を図った。
また、各ハローワークの高齢者相談窓口においては、求職者の就労ニーズに応じて、

シルバー人材センターへの誘導はもとより、当該センターが実施する各種技能講習へ
の参加あっせん等を通じて、職域の拡大に努めた。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（７）障害者雇用対策の推進

ア 公務部門における障害者の雇用
促進・定着支援

（ア） 職場適応支援者の派遣
県内の国及び地方公共団体において採用された障害者の職場定着を図るため、

「職場適応支援者（令和２年４月から職業対策課に配置）」を、支援が必要な障害者
が在籍する公的機関に派遣、県内の複数機関において定着支援を実施し、成果を
上げた。
【令和５年１２月末の実績】
◯ 支援開始者数 ３人
◯ 支援対象者総数 国の機関 １人

県及び市町の機関 ５人
◯ 令和５年１２月末支援者数 ５人（国1人、県市町４人）

（イ） 国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員資格認定講習の開催
令和２年度より、局主催による「国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員

認定講習」を開催しており、各科目における有識者を講師に招き（精神科医師、大
学教授等）、 参加者に対して専門的な知識を身につけるための講習を実施した。
〇 講習開催日 第１回 令和５年６月６日（火）～６月７日（水）（21名受講）

第２回 令和５年７月25日（火）～７月26日（水）（21名受講）

（ウ） 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座（公務部門）の開催
公的機関において精神障害者とともに働く職員を対象とした「精神・発達障害者し

ごとサポーター養成講座（公務部門）」を開催した。
〇 講座開催日 令和５年６月27日（火）（16名受講）

（エ） 障害者雇用率未達成機関に対する雇用指導
令和４年６月１日時点の任免状況通報書により把握した障害者雇用率未達成の

機関に対して、未達成機関ゼロに向け、各管轄ハローワークより適宜指導を行った。
◯ 令和４年６月１日時点の障害者雇用率未達成機関数 40機関

うち各ハローワークが指導を行ったこと等による達成機関数 11機関
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（７）障害者雇用対策の推進

イ 中小企業をはじめとした障害者
の雇入れ支援等の強化

ウ 多様な障害特性に対応した就労
支援の強化

・ 雇用率未達成企業の中から、「障害者雇用ゼロ企業」や「多数不足企業」を「重点指導
企業」として抽出し、集中的に指導する取組「指導にGO！」を今年度も継続実施すると
ともに、雇用率未達成企業に対して、障害者就業支援関係機関とハローワークが密接
に連携して行う「企業向けチーム支援」を実施し、事業主に対し障害者雇用についての
丁寧な説明から、雇用後の職場定着支援まで一連の支援をきめ細やかに行った。
また、令和３年７月から郡山所に配置となった「精神障害者雇用トータルサポーター

（企業支援分）」が、上記雇用義務対象企業に対して、精神障害者等の雇用についての
意識啓発、雇用に当たっての課題解決や不安解消のための助言、各種支援メニューの
活用の提案を行うことによって、企業の精神障害者等に対する偏見を払拭、理解を促し
雇用の促進・拡大を図った。

（ア） 精神障害者・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催
◯ 令和５年度開催

福島所
〃

いわき所
〃

郡山所
〃

（イ） 難病患者就職サポーターによる就職支援
難病患者就職サポーターをハローワーク福島に配置、窓口だけでなく幅広い地域

への出張相談に対応できるよう体制を整えた。

（ウ） 「就労パスポート」の普及促進
企業側と障害者特性などの情報を共有するツール「就労パスポート」について養

成講座、講習等で周知を図り、職場定着の向上を図った。

74

令和５年７月27日（木）（32名受講）
令和６年２月27日（火）
令和５年７月28日（金）（33名受講）
令和５年11月22日(水)（30名受講）
令和５年７月20日（木）（19名受講）
令和５年11月14日(火)（13名受講）



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（７）障害者雇用対策の推進

ウ 多様な障害特性に対応した就労
支援の強化

エ 改正障害者雇用促進法の円滑
な施行

（前項から続く）

（エ） 障害者就職面接会、ミニ面接会の開催
10～11月に県内全ハローワークにおいて、就職面接会を開催した。
福島所、いわき所、会津若松所、郡山所、白河所、須賀川所は、外部のイベントス

ペースで集合対面式にて、相双所、二本松所は所の会議室においてミニ面接会を
開催し、障害者雇用の促進を図った。

（ア） 法定雇用率改定に係る周知

法定雇用率が、民間企業は、令和６年４月に2.5％、令和８年７月に2.7％と段階的
に引き上げられることに加え、令和７年４月には除外率が10％引き下げられる（国
及び地方公共団体等も令和６年４月に2.8％、令和８年７月に3.0％に同様に引き上
げ等が行われる）。これにより、法定雇用率未達成企業等が増加することが見込ま
れるため、安定所において事業所を訪問する際や事業主等に対するセミナー等、あ
らゆる機会を活用して管内事業主への周知を行った。 75



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（７）障害者雇用対策の推進

エ 改正障害者雇用促進法の円滑
な施行

（前項から続く）

また、除外率設定業種をはじめ、達成から未達成に転じることや不足数の増加が
見込まれる事業主に対し、安定所が関係機関と連携し、障害者が担う業務の選定
などの必要な取組に対する支援を積極的に行い、早期の対応を促した。
〇 訪問件数 354件（令和５年12月末）

（イ） 障害者の雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化への対応
ａ 障害者雇用に関する優良な取り組みを行う中小事業主への認定制度（もにす認
定制度）の普及促進

もにす認定制度を促進することは、中小事業主における障害者雇用の質の向上
を図っていく上でも重要であるとして、中小事業主に対し、もにす認定制度を周知す
るとともに、認定事業主の取組を紹介するイベントや職場見学会等の参加勧奨を行
う等、認定事業主によるロールモデルとしての役割を活用し、もにす認定制度の効
果的な普及促進を進めた。

なお、当局におけるもにす認定事業主は今年度に、以下の２事業所を新たに認
定して８事業所となっている。

「株式会社 サンレディ」 福島市（婦人服製造業）

「株式会社 あいの里」 郡山市（介護事業）

ｂ リーフレットを活用した周知、啓発
安定所において事業所訪問等の際に、今年度、厚生労働省で作成したリーフ

レット「障害者が活躍できる職場づくりのための望ましいポイント」を活用し、周知、
啓発等を行った。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（８）外国人及び配慮を必要とする者に

対する支援
ア 外国人労働者の適正な雇用管理

に関する助言・援助等の実施、外国
人労働者の雇用管理改善に取り組
む企業への支援

イ 外国人求職者等に対する就職支
援

（ア） 雇用管理指導の実施
６月の「外国人労働者問題啓発月間」に、集中的な事業所訪問を実施した他、外

国人雇用のルール遵守について、県内の経済団体等に対して、訪問及び郵送に
より啓発を行った。また、福島労働局ホームページや県内の労働基準監督署、ハ
ローワークにおいてポスター等の掲示による周知・啓発活動を行った。
〇 外国人雇用事業主指導等の実施結果161件（令和５年12月末現在）

（前年同期 147件）

（イ） 相談体制の確保
各ハローワークの雇用指導官の他、労働局に外国人雇用管理アドバイザーを２

名委嘱し、外国人雇用事業主への相談体制の確保を図った。

（ア） ハローワークにおける多言語相談支援の実施
・ ハローワーク郡山の外国人雇用サービスコーナーに通訳員を継続して配置し、
外国人労働者の職業相談支援を行った。

・ 通訳員未配置所においては、多言語コンタクトセンターを活用した相談を実施し
た。

・ 多言語翻訳機（ポケトーク）を令和５年５月に３出張所に追加で配置し、全14所
（出張所含む）にて多言語化する外国人求職者の職業相談に活用できる体制を
整備した。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（８）外国人及び配慮を必要とする者に

対する支援
ウ 生活保護受給者等対策の推進 （ア） 生活保護受給者等の就労支援

a 生活保護受給者等就労自立促進事業

生活保護受給者等就労自立促進事業により、地方自治体と連携のうえ、生活困
窮者を含む生活保護受給者等に対して、ハローワークの就職支援ナビゲーターに
より担当者制の就労支援を行った。

b 生活保護受給者等就労自立促進事業担当者研修会議の開催

５月11日に「生活保護受給者等就労自立促進事業担当者研修会議」を開催し、令
和４年度の事業結果と令和５年度の目標値について共有を図った。

c 福島県生活保護受給者等就労自立促進事業協議会の開催

５月24日に「福島県生活保護受給者等就労自立促進事業協議会」を開催し、令和
５年度の事業実施計画等について、国・県・県社会福祉協議会による協議を実施し
た。

〇 事業実施状況（令和５年12月末現在）
支援対象者（年間目標） 1,160人

（12月末現在） 1,051人 （進捗率90.6％（前年同期1,107人）
就職者数（年間目標） 788人

（12月末現在） 823人 （進捗率104.4％）（前年同期940人）

郡山市の市庁舎内にハローワークの常設窓口を設置
(平成25年10月1日～)
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（８）外国人及び配慮を必要とする者に対

する支援
エ がん患者等長期療養者支援 （ア） 長期療養者への就職支援

がん患者の５年後の生存率が60％以上まで向上している状況の中、がん・肝炎・
糖尿病等の疾病により、長期にわたる治療等を受けながら生きがいや生活の安定
のために就職を希望する者（長期療養者）に対する就職支援の推進を図った。

（イ） 専門相談員の配置

県内では平成28年度からハローワーク福島、平成31年度からハローワーク郡山に
専門相談員（就職支援ナビゲーター）を配置し、がん診療連携拠点病院等（福島所：
福島県立医科大学附属病院、郡山所：坪井病院・太田西ノ内病院）と連携したがん
患者等（長期療養者）に対する就職支援事業を実施した。

（ウ） 主な就職支援等
・ 病院等への出張相談（福島：毎週水曜日、郡山：第１・２木曜日）
・ 個々の長期療養者の希望や治療状況等を踏まえた職業相談や職業紹介
・ 長期療養者の希望する労働条件に応じた求人開拓、求人条件緩和指導
・ 就職後の職場定着支援
・ 連携先拠点病院等と連携した事業主向けセミナーの開催 等

○ 令和５年度（第３・四半期）までの実績（福島・郡山）
相談件数 470件（前年度 597件）
紹介件数 115件（前年度 124件）
就職件数 52件（前年度 53件）

疾患別就職件数
・ がん等悪性 34件（前年度 24件）
・ 肝炎等の肝疾患 0件（前年度 0件）
・ 糖尿病 17件（前年度 14件）
・ その他 15件（前年度 15件）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（９）地域雇用対策の推進 （ア） 福島労働局と県内自治体との雇用対策協定締結による連携

雇用対策協定は、福島県、いわき市、郡山市、南相馬市、伊達市、会津若松市、
福島市、須賀川市、白河市、二本松市、本宮市と締結し、地域の実情に応じた各種
雇用対策を連携して実施した。
令和５年度上期において、雇用対策協定にかかる運営協議会を４月24日の白河

市を皮切りに開催し、雇用対策協定を締結している１県10市と令和５年度に重点的
に取り組む課題や目標を確認した。

本宮市との雇用対策協定締結式（R5.3.28）

令和５年度第１回福島県雇用対策協定運営
協議会（R6.1.26）

左から菅野（前）ハローワーク二本松所長、高松本宮市長、
河西（前）福島労働局長、武田福島労働局職業安定部長
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（10）労働力需給調整事業の適正な

運営の推進
ア 労働者派遣事業の適正な運営 （ア） 改正労働者派遣法の周知等

・ 平成30年労働者派遣法の改正にかかる派遣労働者の同一労働同一賃金（令和２
年４月１日施行）については、定期指導等において重点的に指導監督を実施し、派
遣労働者の待遇の見直しを図るため、派遣元・派遣先に対し「自主点検表」の活用
等について周知の上、派遣元・派遣先の制度理解の促進を図った。

・ 「事業報告書」（派遣元に毎年６月１日時点の状況報告を求めている）に添付される
「労使協定」について、法違反の有無を点検し、派遣元に対し指導監督を実施した。

・ 集団指導としての「労働者派遣事業、職業紹介事業適正化セミナー」について、昨
年11月28日には、郡山市を会場に集合形式で開催し、本年１月には、オンライン形
式で合計５回開催した。

（イ） 労働者派遣契約の中途解除や不更新等に係る派遣労働者の雇用の安定
・ 派遣元や派遣先に対する指導監督の際に、中途解除及び契約不更新の有無、更
新の見込み等を確認するとともに、派遣元においては、雇用安定措置が適切に履行
されているかを点検の上、雇用の維持を要請している。

・ 有期雇用派遣労働者に対する中途解除及び契約不更新の情報があった場合には、
速やかに実態を確認し、派遣労働者の雇用維持について指導監督を実施することと
している。

（ウ） 違法派遣の防止
・ 偽装請負の未然防止を図るため、派遣元・派遣先に対する定期指導の際に、「労
働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」を配付するなど、適正な請負の実施につ
いて周知啓発したほか、労働者やハローワークからの情報提供等に基づき、違法派
遣の事案に対し迅速かつ的確に対応することで違法状態の解消を図った。
また、派遣事業を廃止した事業者に対しても、偽装請負や無許可派遣を行っていな

いか等について、当該事業者を訪問して確認した。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（10）労働力需給調整事業の適正な

運営の推進
イ 職業紹介事業の適正な運営 （ア） 定期指導等の実施

有料職業紹介事業者に対し、手数料の明示、手数料に係る返戻金制度の整備、就
職後２年間の転職勧奨の禁止などの取り扱いを遵守した事業運営を重点的に指導
し、適正な制度理解の促進を図った。
また、職業紹介事業者及び募集情報等提供事業者等に対し、令和４年10月１日施

行の職業安定法の改正点である、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、
「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創
設」について周知し、求職者が安心して求職活動ができる環境整備の促進を図った。

（イ） 医療・介護・保育分野における職業紹介にかかる相談窓口の周知及び指導監督
全国的にみると、医療・介護・保育の分野の人材確保が厳しい状況にあることから、

職業紹介事業者が高額な手数料を請求するケースや、転職を勧奨することによって、
繰り返し手数料を徴収するなどの事例が指摘されている。
このような事態に対応するため、職業紹介事業者及び医療・介護・保育の求人者等

に対し、いわゆる「就職お祝い金」の廃止などの制度改正（令和３年４月改正）を改め
て周知するとともに、職業安定法等の違反の疑いがある情報の受付窓口として、令
和５年２月に需給調整事業室に「「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口」を設
置したことを併せて周知した。
また、法令遵守の実効性を高めるため、医療・介護・保育分野の職種に職業紹介を

行った実績のある有料職業紹介事業者に対して集中的な指導監督を行った。
さらに、福祉人材センターや保育士・保育所支援センター等を通じ、当該センター等

の利用者が求人募集を行う際に、有料職業紹介事業者とのトラブルの有無などを聞
き取るアンケート用紙を当該利用者に配付の上、回収したアンケート用紙を労働局
へ送付することへの協力依頼を行っており、当該アンケートの記載内容を参考に、適
宜指導監督を実施することとしている。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（10）労働力需給調整事業の適正な

運営の推進
イ 職業紹介事業の適正な運営 （ウ） 職業安定法施行規則の一部改正の周知等

令和６年４月１日から、求職者に対して明示しなければならない労働条件の追加や、
手数料表などの情報提供の方法の見直しを内容とする改正職業安定法施行規則が
施行されるため、当該内容について、定期指導を通じて職業紹介事業者へリーフ
レットを配付したほか、福島労働局のホームページやＳＮＳの発信等により幅広に周
知を行った。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（11）公的職業訓練の推進及び職業能力

開発への支援
ア 求職者支援制度による再就職支

援

求職者支援制度の活用を推進するために、公的職業訓練全般の内容とともに、下記の
求職者支制度の幅広い周知・広報に取り組み、対象者の受講促進を図った。併せて、訓
練中の受講状況の確認と受講修了前からの担当者制による個別就職支援を実施した。

（ア） 福島労働局ホームページへの掲載
再掲 （前出 １-（２）-ウ-（イ）-a）

（イ） 福島労働局職業安定部ＳＮＳを活用した周知
再掲 （前出 １-（２）-ウ-（イ）-b）

（ウ） 訓練説明会・セミナーの開催
再掲 （前出 １-（２）-ウ-（イ）-c）

（エ） 地域住民の生活圏に密着した周知
再掲 （前出 １-（２）-ウ-（イ）-d）

（オ） 関係機関ホームページへの求職者支援制度バナーの掲載依頼
求職者支援制度バナーの掲載及び福島労働局ホームページへのリンク未設定の

地方公共団体、社会福祉協議会、自立支援相談機関等の関係機関に対し、設定の
依頼を行った。

（カ） 地域若者サポートステーションとの連携した支援及び周知
地域若者サポートステーションの支援内容説明会とタイアップした訓練説明会の開

催や地域若者サポートステーションへ出向いての訓練個別相談会を実施した。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（11）公的職業訓練の推進及び職業能力

開発への支援
イ 公的職業訓練への適正な受講

あっせん及び就職支援

職業訓練関係業務担当者会議（ハローワーク担当職員参集、5月26日開催）や公共職業
安定所長会議（8月25日開催）において、開講予定訓練カリキュラム内容等の正確な把握
及び訓練受講希望者へのジョブ・カード制度の積極的な周知を指示した。
また、訓練受講希望者等への訓練コース選定の支援及び訓練修了者の早期就職のた

めに訓練受講中からの求職者担当者制による就職支援の徹底を指示した。これにより、
希望職種への就職可能性を広げるための適正な受講あっせん及び訓練修了3か月後ま
での早期就職を目指し効果的な就職支援に取り組んだ。
主な取組内容は、以下のとおりである。

（ア） 職業相談及びエントリーシートを活用したあっせん
窓口での職業相談時に、求職者の希望職種・経験職務・所有資格等の的確な把握

を行った。
また、求職者記載のエントリシートによる希望の職業訓練分野・訓練期間・受講開

始時期等の把握により、適切な訓練コースを提案のうえあっせんに取り組んだ。

（イ） 求人情報の提供
毎日、訓練受講中の方向けに、前日に県内ハローワークで受理した求人の一覧表

を作成し、職業訓練実施機関あてにメール送付し情報提供を行った。

（ウ） 訓練修了前の職業相談
求職者支援訓練受講者に対する月1度の指定来所日及び公共職業訓練受講中

で訓練修了1カ月前の時点での就職未内定の者全員にハローワークへの来所を求
め、訓練修了時のスキル・知識に見合う求人情報提供をはじめとする就職支援を
行った。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
（11）公的職業訓練の推進及び職業能力

開発への支援
イ 公的職業訓練への適正な受講

あっせん及び就職支援

（エ） 訓練受講中からの担当者制による個別支援
訓練受講者の意向を踏まえ、担当者制により、受講訓練分野に見合う求人情報提

供及びキャリアコンサルティングによる効果的な個別支援を行った。

（オ） 訓練部門と求人部門の連携による就職促進
開講中の訓練コースの情報及び訓練受講者の状況の共有を図り、訓練受講修了

者を対象とした求人の確保や求人充足会議でのマッチング支援を行い、就職促進を
図った。
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令和５年度 職 業 安 定 部 各 業 務 実 績 一 覧 表

項 目
目標値
（①）
（件）

実 績
(５年12月末現在）

（②）
（件）

進捗率
(②／①）

①就職件数（一般） 28,394 19,454 68.5

②充足件数（一般） 27,005 18,385 68.1

③雇用保険受給者の早期再就職件数 6,806 5,061 74.3

④生活保護受給者等就労自立促進事業の就職率 67.0％ 81.3％ ＋14.3P

⑤障害者の就職件数 1,680 1,350 80.4

⑥新卒者支援に係る就職支援ナビゲーターの支援による新規卒業予定者等（既卒者含む）
の正社員就職件数

2.522 1,876 74.4

⑦ハローワークの職業紹介により、正社員に結びついた就職氷河期世代（35歳～55歳）の不
安定就労者・無業者の件数

2,384 1,688 70.8

⑧わかものハローワーク等を利用して、就職したフリーター等のうち、正社員として就職した者
の割合

65.0％ 68.9％ ＋3.9P

⑨公的職業訓練修了３か月後の就職件数 1,404 1,162 82.8

⑩マザーズハローワーク事業における担当者制による就職支援を受けた重点支援対象者の
就職率

95.1％ 96.4％ ＋1.3P

⑪人材不足分野の就職件数 6,594 4,525 68.6

⑫生涯現役支援窓口での６５歳以上の就職件数 593 552 93.1

※ 目標値については、前年度等の実績値及び雇用失業情勢等を踏まえ設定。
※ ③については、令和５年11月末現在の実績。 87



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
３ 雇用環境・均等担当部署の重点施策
（１）総合労働相談コーナーの適切な運

営

（ア） 総合労働相談コーナーにおける労働相談

総合労働相談コーナーに寄せられた個別労働紛争に係る労働相談に対して、早
期解決に向けて自主的解決の方向性や適切な紛争解決援助制度を教示し、丁寧
に対応している。
【参考】 令和４年度相談件数 16,650件

うち個別労働紛争関係 5,152件

（イ） 総合労働相談員への研修

総合労働相談員への研修を６月９日に実施し、事例研究、ロールプレイングを行う
など資質向上を図っている。

（ウ） 関係機関との連携

個別労働関係紛争解決制度等を有する関係機関との連携を図るため、「労働相
談・個別労働紛争解決制度関係連絡協議会」を９月５日に実施した。
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
３ 雇用環境・均等担当部署の重点施策
（２）個別労働関係紛争解決促進法に基

づく効果的な助言・指導及びあっせん
の実施

・ 個別労働紛争解決援助制度】
総合労働相談コーナーに寄せられた個別労働紛争関係の相談については、相談内

容に応じて、助言・指導及びあっせん制度を説明し、迅速に対応している。

〇 令和４年度助言・指導申出件数 63件

〇 令和４年度あっせん申請件数 65件
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
３ 雇用環境・均等担当部署の重点施策

（３） 男女雇用機会均等法、育児・介
護休業法、パートタイム・有期雇
用労働法、労働施策総合推進法
関係の紛争解決の援助

・ 雇用環境・均等室に寄せられる相談に対し、問題の把握を十分に行い、労使間でトラブ

ルが生じている場合は、当事者の意見を尊重しつつ、助言・指導、調停などの紛争解決
援助の迅速・簡便な実施を図り、円満な解決を支援するための必要な対応を行っている。
〇 紛争解決援助

紛争解決援助件数 ３件（令和６年１月末現在） うち妊娠等を理由とする不利益
取扱い２件、母性健康管理措置１件

調停申請件数 ７件 （令和６年１月末現在） うちパワハラ４件、セクハラ３件

【参考】
令和５年度上半期 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法、

労働施策総合推進法相談件数

計 932件（※内訳延べ合計数）
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
４ 労働保険適用徴収担当部署の重点

施策
（１）労働保険の未手続事業一掃対策の

推進

・ 労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平性の確保等の観点から、関係行政機
関、労働保険加入促進業務受託機関である全国労働保険事務組合連合会福島支部と
連携して労働保険未手続事業の把握に努め、加入勧奨・手続き指導による成立の促進
を図った。

・ 未手続事業解消のため、労働局ホームページへの掲載、署所窓口でのパンフレット等
の随時配布のほか、県内の保健所及び年金事務所における許認可申請・更新時等 の
講習会や健康保険・厚生年金新規適用手続きの際に、労働保険に係るパンフレット等
の配布を依頼するなど、周知広報活動を推進した。

・ 今年度の未手続事業一掃対策の推進に係る年間目標及び実績は、次のとおりである
（令和６年１月末現在）。

訪 問 に よ る 加 入
勧 奨 ・ 手 続 指 導

加 入 勧 奨 後 成 立

新 規 未 手 続 把 握

職 権 成 立

局 受託者

目標 結果 達成率 目標 結果 達成率

150 54 36.0％ 910 263 28.9％

70 40 57.1％ 560 217 38.8％

130 95 73.1％ - - -

5 0 0％ - - -

91



行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
４ 労働保険適用徴収担当部署の重点

施策
（２）労働保険料等の適正徴収等 ・ 滞納事業場ごとに滞納額及び時効の時期等を盛り込んだ管理表を作成し、管理者を

含めた随時開催の滞納事案検討会において協議した滞納整理方針に基づき、滞納額
の縮減に取り組んだ。

・ 滞納事業場については、時期を逃さず架電や文書による納付督励を行い、それらの納
付督励に一度も反応が無い等、個別の事情がある場合には、適宜臨戸訪問を実施し実
態把握に努めた。

・ 過年度の滞納金については、時効による消滅防止のため債務承認書を徴すとともに、
適切な納付となるよう納付計画書を提出させ、定期的に計画の履行状況を確認しなが
ら、滞納額の着実な縮減に取り組んだ。

・ 納付資力がありながら納付を怠る滞納事業場については、預貯金等の差押えを実施
している。納付資力がない滞納事業場については、執行停止等の妥当性を検討したう
えで、適切に実施した。

〇前年度との比較（令和６年１月末現在）

令和５年度 令和4年度 前年度比

保険料徴収決定額 450億6862万円 361億1565万円 89億5297万円

保 険 料 収 納 額 335億5919万円 269億4031万円 66億1888万円

保 険 料 収 納 率 74.46％ 74.59％ △0.13㌽

全 国 平 均 収 納 率 74.17％ 73.96％ 0.21㌽
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行政運営方針 令和５年度の主な取組

労働行政の重点施策
４ 労働保険適用徴収担当部署の重点

施策
（３）電子申請の更なる利用促進 ・ 令和２年４月から、資本金、出資金等の額が１億円を超える等の特定の法人について、

労働保険年度更新申告の電子申請が義務化されていることから、年度更新申告書送
付の際に周知用リーフレットを同封したほか、労働局ホームページへの掲載、署所窓口
でのリーフレット配布、ポスター掲示等により周知広報を行った。

・ ５月の電子申請周知月間においては、福島県社会保険労務士会及び全国労働保険
事務組合連合会福島支部に文書を送付し、会員事業場への更なる利用勧奨を依頼す
るなど、周知広報活動を推進した。

・ 年度更新申告期間の開始前（５月）においては、電子申請義務化対象事業場のうち前
年度に電子申請を行っていなかった176事業場に対して電子申請手続きに係る案内文
を送付した。また、自治体の行う144事業に対しても電子申請手続きに係る案内文を送
付し、電子申請の利用促進に取り組んだ。

・ 年度更新申告期間（６～７月）においては、次年度以降の電子申請利用につながるよ
う、労働局内に「電子申請体験コーナー」を設置し、年度更新申告に来庁した事業主等
に対 し、電子申請利用促進相談員を活用して電子申請の操作を体験させ利用促進を
図った。

・ 上記取り組みによる効果もあり、令和５年８月31日現在の労働保険事務組合委託事
業を除く年度更新対象事業場26,503件のうち、電子申請件数は4,404件で、電子申請率
は16.6％となり、昨年度の電子申請率16.6％から1.9ポイントの向上が見られた。

令和５年度 令和４年度 前年度比

電子申請利用件数 4,404件 3,907件 ＋497件

電 子 申 請 利 用 率 16.6％ 14.7％ ＋1.9㌽
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